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「経営強化計画」の履行状況について 

 

 当行は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づき、平成 28 年 9 月期における経営強

化計画の履行状況をとりまとめましたのでお知らせいたします。 

 資料につきましては、別紙「経営強化計画の履行状況報告書」をご覧ください。 
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Ⅰ．平成 28年 9月期決算の概要 

１． 経営環境 

平成 28 年 9 月期のわが国の経済は、雇用・所得環境は改善が続くなかで、設備

投資は持ち直しの動きに足踏みがみられたものの、個人消費は底堅い動きとなるな

ど、全体では緩やかな回復基調が続きました。 

当行の主要営業基盤である高知県の経済は、個人消費は一部に弱い動きがみられ

たものの、公共事業は高水準で推移したほか、雇用・所得環境も緩やかな増加傾向

にあるなど、全体では緩やかに回復しつつあります。 

 

２．決算の概要（平成 28 年 9 月期：単体） 

(1)資産・負債の状況 

平成 28 年 9 月期末の貸出金は、地域に密着した営業活動を展開し、中小企業を

中心とした事業資金の需要にも積極的にお応えいたしましたが、金融業・保険業の

減少などにより、平成 28年 3月期比 49億円減少して 6,773億円となりました。な

お、貸出金の期末残高は、平成 24年度から実施しております部分直接償却 39億円

を控除した後の金額です。 

預金等は、個人預金および一般法人預金が増加しましたが、公金が減少したこと

などから、平成 28年 3月期比 31億円減少して 9,036億円となりました。 

純資産は、利益剰余金が増加したことなどから、平成 28 年 3 月期比 2 億円増加

して 669億円となりました。 

 

〔「資産・負債の状況（単体ベース）」（表 1）〕             （単位：億円） 

 28/9期 27/9期 

実績 

28/3期 

実績 実績 27/9期比 28/3期比 

資産 10,556 87 99 10,469 10,456 

 うち貸出金 6,773 12 △49 6,761 6,823 

うち有価証券 3,099 41 19 3,057 3,079 

負債 9,887 52 97 9,834 9,789 

 
うち預金等 9,036 △17 △31 9,053 9,067 

うち社債・借用金 701 64 126 636 575 

純資産 669 34 2 634 666 

 

(2)損益の状況 

損益の前年同期比の状況は、以下のとおりとなっております。 

資金利益は、貸出金利息収入の減少等により 2 億 16 百万円減少し、役務取引等

利益についても 1億 83百万円減少しました、その他業務利益は 1億 10百万円増加

しましたが、業務粗利益は、2億 90百万円減少して 75億 24 百万円となりました。 

経費は、物件費が 39百万円、税金が 42百万円それぞれ増加したものの、人件費

が 1億 14百万円減少したことから 32百万円減少し、61億 32百万円となりました。 
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以上により、業務純益（一般貸倒引当金繰入前）は、2 億 57 百万円減少して 13

億 91百万円となりました。また、国債等債券関係損益を除いたコア業務純益は、4

億 26百万円減少して 8億 81百万円となりました。 

臨時損益は、償却債権取立益が 36 百万円減少したものの、不良債権処理額が 6

億 35 百万円減少し、貸倒引当金戻入益が 4 億 14 百万円増加したことなどから、8

億 56百万円増加して 3億 3百万円の利益超過となりました。 

実質与信費用は、一般貸倒引当金繰入額が 5 億 24 百万円増加し、償却債権取立

益が 36百万円減少したものの、不良債権処理額が 6億 35百万円減少し、貸倒引当

金戻入益が 4億 14百万円増加したことなどから、4億 87百万円減少し 3億 36百万

円の収益となりました。 

これらの結果、経常利益は、74百万円増加して 16億 95百万円となり、減損損失

等による特別損益（△78 百万円）や法人税等を計上後の当期純利益は、54 百万円

減少して 12億 64百万円となりました。 

 

〔「損益の状況（単体ベース）」（表 2）〕        （単位：百万円）  （※ 参 考） 

 28/9期 27/9期 
実績 

 28/3期 
実績 実績 27/9期比 

業務粗利益 7,524 △290 7,814 15,404 

 資金利益 6,919 △216 7,135 14,124 

役務取引等利益 203 △183 387 727 

その他業務利益 401 110 290 552 

（うち国債等債券関係損益） 510 169 341 674 

経費 6,132 △32 6,165 12,262 

 うち人件費 3,332 △114 3,446 6,771 

うち物件費 2,366 39 3,237 4,702 

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,391 △257 1,649 3,142 

一般貸倒引当金繰入額 ― 524 △524 ― 

業務純益 1,391 △782 2,173 3,142 

コア業務純益 881 △426 1,308 2,467 

臨時損益 303 856 △552 223 

 うち貸倒引当金戻入益 414 414 ― 55 

うち償却債権取立益 34 △36 71 114 

うち不良債権処理額 112 △635 747 115 

うち株式等関係損益 △59 △169 109 91 

経常利益 1,695 74 1,620 3,365 

特別損益 △78 △28 △50 △138 

税引前当期純利益 1,616 46 1,570 3,227 

法人税、住民税及び事業税 261 120 141 144 

法人税等調整額 90 △19 110 154 

当期純利益 1,264 △54 1,318 2,928 

実質与信費用 △336 △487 151 △54 
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 (3)自己資本比率の状況 

自己資本比率（国内基準）は、平成 28年 3月期比 0.07ポイント低下して 10.14％

となりました。 

 

(4)不良債権の状況 

本部と営業店が一体となって、お取引先の経営改善支援を通じたランクアップ、

ならびにランクダウンの防止に取り組んだ結果、金融再生法開示債権額は、平成 28

年 3 月期比 14 億円減少して 325 億円となりました。この結果、金融再生法開示債

権比率は、平成 28年 3月期比 0.19ポイント低下して 4.73％となりました。 

 
〔「金融再生法開示債権の状況（単体ベース）」(表 3)〕               （単位：億円） 

 28/9期 27/9期 

実績 

28/3期 

実績 実績 27/9期比 28/3期比 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 42 △5 0 47 42 

危険債権 258 △28 △15 286 274 

要管理債権 24 3 1 21 22 

合計（Ａ） 325 △30 △14 355 339 

正常債権 6,539 83 △16 6,456 6,555 

総与信（Ｂ） 6,864 53 △30 6,811 6,895 

金融再生法開示債権比率（A）/（B） 4.73％ △0.48％ △0.19％ 5.21％ 4.92％ 

 

Ⅱ．経営の改善に係る数値目標の実績 

１．コア業務純益 

個人消費等において一部に弱い動きがみられたものの、全体としては緩やかに回

復しつつあるなか、地域に密着した営業活動を展開し、成長分野に向けた融資の推

進など、中小規模事業者等を中心とした事業資金の需要等に積極的にお応えした結

果、貸出金平残は計画を 29 億 6 百万円（前年同期比 58 億 24 百万円増加）上回り

ました。一方、市場金利の低下に加えて金融機関同士の競争激化により貸出金利回

りが計画を 0.119 ポイント（前年同期比 0.093 ポイント低下）下回ったことから、

貸出金利息収入は計画を 3億 71百万円（前年同期比 2億 60百万円減少）下回りま

した。預金平残（譲渡性預金含む）は計画を 10 億 48 百万円（前年同期比 95 億 61

百万円減少）下回り、預金利回りが計画を 0.022ポイント（前年同期比 0.016ポイ

ント低下）下回ったことから、預金利息は計画を 1 億 1 百万円（前年同期比 81 百

万円減少）下回りました。これらの結果、資金利益は計画を 2 億 25 百万円（前年

同期比 2億 16百万円減少）下回りました。 

投資信託・生命保険など金融商品の積極的な販売強化に取り組みましたが、役務

取引等利益は計画を 3億 23百万円（前年同期比 1億 83百万円減少）下回りました。

また、全行をあげて経費削減に向けた取り組みを継続しましたが、税金が計画を 94

百万円（前年同期比 42 百万円増加）上回ったことなどから、経費全体では計画を
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43 百万円（前年同期比 32 百万円減少）上回りました。この結果、コア業務純益は

計画を 6億 97百万円（前年同期比 4億 26百万円減少）下回りました。 

 

〔コア業務純益の改善額（表 4）〕                    （単位：百万円） 

 
計画 
始期 

27/9期 
実績 

28/3期 
実績 

28/9期 29/3期 
計画 

30/3期 
計画 計画 実績 計画比 始期比 

コア業務純益 3,112 1,308 2,467 1,578 881 △697 △1,350 3,203 3,386 

＊コア業務純益（業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益） 

＊平成 28年 9月期の始期比については、平成 28年 9月期の実績を 2倍して比較しています。 

 

２．業務粗利益経費率 

成長分野に向けた融資の推進などにより、中小規模事業者等を中心とした事業資

金の需要等に積極的にお応えした結果、貸出金平残は計画を上回りました。しかし

ながら、市場金利の低下に加え金融機関同士の競争激化により、貸出金利回りが計

画を下回ったことなどから、資金利益は計画を 2 億 25 百万円（前年同期比 2 億 16

百万円減少）下回りました。また、投資信託・生命保険など金融商品の積極的な販

売強化に取り組みましたが、役務取引等利益は計画を 3億 23百万円（前年同期比 1

億 83 百万円減少）下回りました。一方、国債等債券売却益を主体としたその他業

務利益は 4 億 1 百万円（前年同期比 1 億 10 百万円増加）を計上しましたが、業務

粗利益は計画を 1億 43百万円（前年同期比 2億 90百万円減少）下回りました。ま

た、全行をあげて経費削減に向けた取り組みを継続しましたが、税金が計画を 94

百万円上回ったことなどから機械化関連費用を除く経費は、計画を 68 百万円（前

年同期比 72百万円減少）上回りました。 

この結果、業務粗利益経費率は 70.73％となり、計画を 2.21 ポイント、始期を

2.77ポイントそれぞれ上回りました。 

 

〔業務粗利益経費率の改善幅（表 5）〕                 （単位：百万円、％） 

 
計画 
始期 

27/9期 
実績 

28/3期 
実績 

28/9期 29/3期 
計画 

30/3期 
計画 計画 実績 計画比 始期比 

経費（機械化 
関連費用 
除く） 

10,393 5,394 10,641 5,254 5,322 68 251 10,443 10,453 

業務粗利益 15,293 7,814 15,404 7,667 7,524 △143 △245 15,316 15,419 

業務粗利益 
経費率 

67.96 69.02 69.07 68.52 70.73 2.21 2.77 68.18 67.79 

＊業務粗利益経費率（（経費－機械化関連費用）／業務粗利益） 
＊機械化関連費用は、基幹系システム・事務用機器等の減価償却費、機械賃借料、機械保守費
等を計上しています。 

＊平成 28年 9月期の始期比については、平成 28年 9月期の実績を 2倍して比較しています。 
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Ⅲ．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

１．収益力の強化 

(1)トップライン収益の向上 

①営業態勢の再構築 

ｲ.ブロック・エリア制の構築 

トップライン収益を安定的かつ継続的に確保していくためには、地域と協働し

ながら地域経済の活性化に積極的に貢献し、お取引先数の増加を含めた基盤拡充

を図っていくことが不可欠です。こうした考えのもと、当行の主要経営基盤であ

る高知県において、平成 27 年 10 月より「ブロック・エリア制」を運用し、『①

営業店予算や戦略および店舗施策、人員配置等が持続可能性に乏しい ②営業活

動の十分な実態把握ができていない ③結果優先の営業活動となっている』こと

など、これまでの営業施策等における課題の改善に取り組んでおります。 

平成 28 年度上期はマーケットの実態把握を進めるべく、外部データから抽出

した未取引の事業者を、原則としてすべて訪問する情報収集活動とともに、7 月

から 9月にかけて、高知市内の 1ブロック（4店舗）において、「ブロック・エリ

ア制」の目的の明確化や営業態勢の強化に向けたモデル店活動を実施しました。 

営業活動遂行の根幹となる「軒先顧客管理システム」については、収集した情

報をより活用しやすいよう入力項目を細分化するとともに、情報検索機能の高度

化などシステムの改良を行い、営業活動のサポート機能を強化しました。また、

顧客訪問件数や面談時間および成果、将来ニーズの収集件数等のデータについて、

担当者や営業店あるいはマーケット別等のセグメント単位で集計していくため

の機能を追加するなど営業活動の管理機能を強化しており、今後、営業活動の実

態把握に向けた効果的な活用を進めてまいります。 

各ブロック・エリアでは、営業戦略会議を原則として毎月開催しており、本部

関係部署と営業店が一体となって、各地域のマーケットに応じた営業活動計画の

策定・推進や検証・見直しなど、ＰＤＣＡに基づいた取り組みを行っております。

軒先顧客管理システムより還元される営業活動実績などをもとに行動プロセス

の実態把握に努め、それぞれのマーケットの状況に即した営業手段等を検討する

とともに、適正な人材の配置につなげていけるよう様々な角度から協議を重ねて

おり、今後、深度を高めていけるよう取り組んでまいります。また、会議録を行

内情報ネットワークに掲載しており、関係部署、営業本部、経営陣はこれを閲覧

して情報を共有するとともに、意見投稿や指示などのサポートが適時に行える態

勢としております。 

これまで、マーケット分析のための情報収集や分析手法の検討、分析データの

営業店への還元方法など、主に「ブロック・エリア制」の基礎となる態勢の確立

に向けて取り組んでまいりました。今後は、マーケット分析に基づいた営業活動

を通じて得られる有益な情報やニーズを蓄積し、戦略策定等への活用につなげて

いくことが重要であると考えております。こうした新しい取り組みを軌道に乗せ

ていくには一定時間を要するものと考えておりますが、持続可能性のあるビジネ
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スモデルの構築を確実なものとしていくために、マーケットの特性や動向予測に

基づく予算策定ならびにターゲットの絞り込みなど、より精緻で戦略的な営業活

動を行えるよう、「ブロック・エリア制」のさらなるブラッシュアップに取り組

んでまいります。 

 

 ②事業者取引の強化 

ｲ.成長分野への取り組み 

高知県の産業活性化を目的とした「高知県産業振興計画」の施策等を踏まえ、

今後も成長が期待される「医療・福祉分野」「農林水産業・食品加工分野」「防災・

環境関連分野」を成長分野と位置付けて積極的に推進しており、成長分野向けの

融資残高は増加基調で推移しております。 

なかでも「防災・環境関連分野」では、太陽光発電事業向け融資の推進により

平成 28年 3月末対比 90億円増加したほか、「医療・福祉分野」は同 22億円増加

しており、この 2分野は成長分野に向けた融資残高増加額の 98％を占めました。 

当行は、平成 22年 10月に総額 100億円で創設した『日本銀行の「成長基盤強

化を支援するための資金供給」制度』を活用する「こうぎん・ビビッド・ファン

ド」を通じて、成長分野への取り組みを積極的に推進してまいりました。同ファ

ンドはこれまでに逐次増額しており、平成 27年 12月には総額を 1,000億円とし

ております。平成 28 年度上期における同ファンドの分野別実行金額および残高

増加実績は、本項『Ⅲ.1.(1)②ﾊ.「こうぎん・ビビッド・ファンド」の活用』に

記載のとおりです。 

高知県内のエリア店に配属された各種経営アドバイザー資格を取得している

行員と地域連携ビジネスサポート部の分野別担当者が連携を図りながら、お取引

先等に対する支援を積極的に行うことにより、トップライン収益向上の柱となる

成長分野の推進に取り組んでまいります。 

 

〔成長分野に対する貸出金実行実績および残高（表 6）〕 （単位：件、百万円） 

成長分野 
平成 28年度上期実行 平成 28年 9月末残高 

件数 金額 件数 金額 

医療・福祉分野 120 5,900 600 36,611 

農林水産業・食品加工分野 229 3,560 767 13,335 

防災・環境関連分野 193 18,735 786 62,751 

合計 542 28,196 2,153 112,697 

  

ﾛ.推進分野 

   (ｲ)「医療・福祉分野」 

高知県は全国に先駆けて高齢化が進行しており、当面医療・福祉のニーズは

高まっていくものと予想されております。医療・福祉行政の方針である社会保

障費の抑制と効果的な配分の一環として、高齢者の住まい、医療、介護を地域
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一体で連携して提供していく地域包括ケアシステムの整備が進められており、

この方針に沿って高知県が策定した地域医療構想により、医療・福祉分野にお

いては病床や施設の転換ならびに事業者の再編成等が進むものと考えられます。 

なかでも療養病床の原則廃止と受け皿の整備について、2018 年の医療・介護

制度の同時改定以降は、高齢者住宅の整備など医療分野の介護事業参入や、医

療介護の総合サービス化などに具体的な動きが見られると予想されております。

また、国の「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に基づく、耐震改修促進

計画の延長にともなう耐震化工事や、津波対策の高台移転のほか、事業承継な

らびに勤務医師の独立開業などの資金ニーズは持続性が見られるものと思われ

ます。 

営業本部に配置した「医療・福祉分野」の担当者と営業店が一体となり、コ

ンサルタント業者、会計事務所、当行出向者およびＯＢと連携して、ソリュー

ション提供による新規取引の開拓や、既存のお取引先との深耕を進めておりま

す。 

こうした活動を通じて、独立開業や新たな事業展開などの情報を収集し、お

客さまのサポートに取り組んだ結果、平成 28年度上期の当分野向けの融資実行

は 120 件、59 億円となりました。また、平成 28 年 9 月末の融資残高は、平成

28年 3月末対比 56件 22億円増加して、600件 366億円となっております。 

今後も本部と営業店、外部機関や業務提携先と連携し、お客さまの多様なニ

ーズならびに事業課題解決に向けたサポートに取り組んでまいります。 

 

   (ﾛ)「農林水産業・食品加工分野」 

農林水産業分野においては、高知県産業振興計画に掲げられた地産地消・地

産外商・拡大再生産戦略と歩調を合わせ、地域アクションプランの事業主体と

なっている事業者や関連事業者、食品加工分野と連携を図りながら、六次産業

化など積極的な事業展開をサポートしていくことが重要であると認識しており

ます。日本政策金融公庫が認定する「農業経営アドバイザー」「水産業経営アド

バイザー」「林業経営アドバイザー」の資格取得者を各地域の特性等に応じて配

置しており、各アドバイザーが中心となって一次産業の推進に取り組むととも

に、情報ネットワーク体制の整備や、コンサルティング機能の強化を図ってお

ります。農商工連携や六次産業化などについて、事業計画立案段階から関与し、

「高知県産業振興計画」の地域アクションプランへの追加等も含めたサポート

に、営業店と本部が一体で取り組んでおります。 

また、ビジネス情報ネットワークにおける「営業サポート情報」の活用によ

る販路開拓の支援や加工技術の紹介、ならびに「食の商談会」への出展支援を

通じた販路拡大などのビジネスマッチングに積極的に取り組んだ結果、平成 28

年上期の「農林水産業・食品加工分野」向けの融資の実行は 229件 35億円とな

りました。また、平成 28年 9月末の融資残高は、平成 28年 3月末対比 113件 2

億円増加して 767 件 133 億円となりました。今後も支援機能の向上を図りなが
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ら積極的なソリューション営業活動を展開していくことで、お客さまの様々な

ニーズにお応えできるよう努めてまいります。 

 

   (ﾊ)「防災・環境関連分野」 

防災への関心が高まるなか、防災関連分野については高知県との連携を図り

ながら、「南海トラフ地震対策行動計画」に沿った企業の高台移転や、防災関連

商品の販路開拓などの支援に取り組んでおります。また、高知県の豊かな自然

環境は、新エネルギー分野である太陽光発電や風力、小水力の各発電事業に適

しており、大小様々な発電事業へのサポートならびに、ＣＯ２削減、排水設備

の改善などの環境配慮型設備に係る支援にも積極的に取り組んでおります。 

同分野の事業性評価や工程管理については、専門的な知識と経験を有する本

部担当者が営業店と連携して適切な評価および管理に努めており、事後モニタ

リングは、必要に応じてＮＰＯ法人日本動産鑑定と連携して厳正に実施してお

ります。本部担当者は知識向上のために電気事業者等より専門的な情報を収集

するとともに、行員育成のために営業店の臨店指導や自主参加型休日セミナー

を通じて、事業性評価の要点や管理手法等ノウハウの指導に努めており、行員

11 名が動産評価アドバイザーの資格を取得して、同分野の推進に取り組んでお

ります。 

これらの取り組みにより、平成 28年度上期の「防災・環境関連分野」向け融

資の実行は 193件 187億円となり、残高は平成 28年 3月末対比 69件 90億円増

加しました。今後も目利き力を発揮して、高知県の防災および環境等の改善に

つながる事業への支援に向け積極的に取り組んでまいります。 

 

  ﾊ.「こうぎん・ビビッド・ファンド」の活用 

本項『Ⅲ.1.(1)②ｲ.成長分野への取り組み』に記載しましたとおり、地域の成

長分野に取り組むお客さまに対する融資ファンドとして、平成 22 年 10月に総額

100億円で創設した「こうぎん・ビビッド・ファンド」をこれまでに逐次増額（平

成 27年 12月にファンド総額 1,000億円）し、同ファンドの活用を通じて成長分

野への取り組みを推進しております。平成 28 年度上期における同ファンドの分

野別の実行金額および残高増加実績は下記のとおりとなりました。 

 

〔こうぎん・ビビッド・ファンド残高増加計画（表 7）〕        （単位：百万円） 

 
27/3期 

実績 

27/9期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 29/3期 

計画 

30/3期 

計画 計画 実績 計画比 

ビビッド・ファ
ンド貸出残高 

56,562 67,994 79,524 59,562 92,159 32,597 60,562 62,562 

始期（27/3）か
らの増加額 

― 11,432 22,962 3,000 35,597 32,597 4,000 6,000 
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〔こうぎん・ビビッド・ファンド分野別実績（表 8）〕   （単位：百万円） 

分野 件数 実行金額 

① 研究開発 22 1,696 

② 環境・エネルギー事業 105 13,619 

③ 医療介護健康関連事業 42 3,401 

④ 高齢者向け事業 1 10 

⑤ 観光事業 7 620 

⑥ 農林水産業・農商工連携事業 19 650 

⑦ 防災対策事業 16 783 

⑧ 食料品加工・製造関連事業 15 775 

平成 28年上期合計 227 21,556 

 

ﾆ.新規事業先の開拓 

新規事業先の開拓は、営業基盤を拡充するための重要な活動のひとつとして位

置づけ、営業店と本部が連携したソリューション営業に取り組んでおります。 

平成 27 年度下期より、各営業店のマーケット内の事業先情報をデータ化した

「事業先管理データ」の運用を開始しました。ハローページに掲載されている事

業者の訪問により収集した情報を、事業先開拓のためのデータとして整理し、

様々なニーズを把握していくために活用しております。 

「軒先顧客管理システム」に営業店が記録した訪問活動および情報は、本部が

共有して適宜助言等を行っており、新規開拓および既存取引先の訪問活動バラン

ス等をデータ化した「営業活動モニタリングシート」の活用を平成 28 年 4 月か

ら開始し、情報共有による効果的な営業ならびに効率的な活動に取り組んでおり

ます。また、平成 28 年度上期には本部による直接的なサポートとして、専門知

識を有する本部行員による帯同訪問を延べ 45回実施しました。 

個人事業者向け融資の新商品として、平成 27年 10月より「こうぎんビジネス

応援団」を、平成 28 年 4 月には女性の個人事業者向けに特化した「こうぎんは

ちきん応援団」の取り扱いを開始して、積極的に推進した結果、平成 28 年度上

期の新規開拓実績は 729先 122億円（目標 500先 150億円）となりました。うち、

両商品の実績は 497先 7億円で、農業、林業、水産業の一次産業に対する実績 91

先 1 億 31 百万円も含まれており、これまで取引深耕が十分できていなかった業

種の開拓にも効果が出ております。 

今後も、基盤拡充につながる新規事業先の開拓活動を積極的に推進し、優良な

事業取引先を増加させてまいります。 
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〔新規事業先成約推移(表 9)〕                 （単位：先・億円） 

 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 28/9期 

成約件数 321 301 367 374 424 354 1,118 729 

成約金額 100 85 210 114 136 120 173 122 

 

ﾎ.既存取引先の深耕 

渉外担当者が中心となって既存取引先の深耕を図っておりますが、「ブロッ

ク・エリア制」の導入に伴い、営業店長がそれぞれの店質に応じた訪問活動を行

うよう既存取引先への訪問基準を見直し、必要に応じて本部行員と連携を図りな

がら取り組んでおります。 

既存取引先の情報は「事業取引先管理システム」の機能を活用し、任意条件に

よるリスト化のほか、各種取引の推移や時系列データの対比により状況を把握し

たうえで営業活動に取り組んでおります。平成 28 年 5 月には、同システムにカ

レンダー機能を追加し、営業活動で収集した見込み情報等の管理を精緻化させた

ほか、7 月には帝国データバンクとのリンク機能をお取引先ごとに付加し、幅広

い情報をより効率的に収集できるようになりました。また、取引深耕活動の状況

は「営業活動モニタリングシート」によって営業店と本部が共有し、ブロック・

エリア単位で毎月開催している「営業戦略会議」や半期に一度開催している「営

業推進会議」等において、活動効率向上のための情報として活用しております。 

今後も、既存取引先の深耕活動によって地域の様々な情報を収集して組織全体

で共有する態勢をより進化させ、取引先数の増加やメイン化等による基盤拡充を

図ってまいります。 

 

 ③個人取引の強化 

  ｲ.ローン営業の強化 

当行は、お客さまのライフサイクルや様々なニーズにお応えするために、幅広

いローン商品をラインナップしていくとともに、受付チャネルの多様化や利便性

の向上に努めております。個人向けローンは、金利収入における重要なセグメン

トのひとつであることから、収益力の強化はもとより個人取引のメイン化や顧客

基盤の拡充に向けて、積極的に推進してまいります。 

 

(ｲ) ローンセンターの機能強化 

「こうぎんローンセンター」は、平日のほか日曜日にも営業しており、相談

コーナーにキッズスペースを併設するなど、ご相談やお申込手続きに専念して

いただける環境づくりに配慮しております。また、住宅ローン専門担当者を配

置しており、住宅関連業者との連携による情報収集や、専門スキルを活かして

各種関連手続きがスムーズに運べるよう取り組んでおります。お客さまのニー

ズに応じたソリューション提案や、営業店のサポートによる成約率向上に向け

た活動等も行っております。また、行員のレベルアップを図るため、実践的な
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研修を実施するなど、ローン推進拠点としての機能強化に取り組んでおります。 

平成 28年度上期における行内全体の住宅ローン実行は、金利が低下したフラ

ット 35と競合したことなどから 302件 46億 67百万円となり、金額では前年同

期比で 1億 71百万円下回りました。このうちローンセンターが受付けて実行に

つながった案件は、住宅関連業者 29 先からのご紹介等が 50 件、個人からのお

申込みが 11件、合計 61件 13億 70百万円の実績となっております。引き続き、

住宅関連業者との連携強化のため訪問活動を継続してまいります。 

また、同センターのほかに休日に相談業務を行う「こうぎん帯屋町プラザ」

を平成 27 年 10 月に、「こうぎん久万川橋プラザ」を平成 28 年 6 月に開設し、

各種ローンおよび金融商品等の資産運用に関する相談業務を行っているほか、

セミナーを開催しております。このような各種施策の実施により、ローンセン

ターや両プラザの機能を強化して、個人取引の拡充につなげてまいります。 

 

(ﾛ) 住宅ローンの強化 

住宅ローンは住宅の取得という大きなライフイベントをサポートする商品で

あり、家計取引や金融資産の運用といった関連取引の拡大、教育資金などの様々

な資金ニーズへの派生といった個人取引のメイン化ならびに生涯取引の柱とな

る重要な商品として位置づけております。推進策として住宅関連業者との連携

強化による情報の収集にも取り組んでおり、住宅ローンのお取引先に対する専

用フリーローンや消費者ローン金利引下げサービスを実施するなど、ライフス

テージに応じた商品やサービスの提供を通じて、個人取引のメイン化を進めて

おります。 

高知県では人口の減少とともに、平成 17年以降、新設住宅着工戸数は減少傾

向で推移してきましたが、マイナス金利政策の影響などから、平成 28年度上期

の累計は 1,549戸となり、前年同期比 15.17％増加しています。ただし、住宅ロ

ーンをとり巻く環境は金融機関同士の競争激化など依然厳しい状況が続いてお

ります。こうしたなか、本項『Ⅲ.1.(1)③ｲ.(ｲ)ローンセンターの機能強化』に

記載しましたとおり、ローンセンターと営業店が一体となった様々な活動によ

り、平成 28年度上期の住宅ローンの実行は 302件 46億 67百万円の実績となり、

前年同期より件数で 37 件上回ったものの、実行金額は 1 億 71 百万円下回りま

した。引き続き、職域訪問セールスおよび情報収集活動の強化や、住宅関連業

者向けの住宅ローン勉強会の開催などにより連携強化を図るとともに、新たな

連携先の開拓活動に積極的に取り組んでまいります。 

また、平成 21 年 10 月より継続実施している実践的研修の対象者を、平成 27

年度下期は若手行員から支店長や役席者まで拡大しており、平成 28年度上期は

前期に引き続き高知県内店舗を中心に、ローンセンター担当者による「住宅ロ

ーン勉強会」を 2回開催し 28名が参加したほか、地域別に保証会社の担当者を

講師とした「住宅ローン勉強会」を 5回開催し 96名が参加しております。今後

も行員のレベルアップを図り、住宅ローンの獲得強化に取り組んでまいります。 
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〔住宅ローン獲得（実行）額の推移（表 10）〕           （単位：件・百万円） 

 26 年度上期 26 年度下期 27 年度上期 27 年度下期 28 年度上期 前年同期比 

件  数 311 331 265 301 302 37 

金  額 4,328 5,086 4,838 5,330 4,667 △171 

 

(ﾊ) 消費者ローンの強化 

マイナス金利政策の影響等による貸出金利回りの低下幅を縮小させていくう

えで、消費者ローンの重要性は高まっています。消費者ローン獲得強化策とし

て、新商品の導入や各種キャンペーンを実施しており、提案型セールスととも

にライフステージごとのニーズに応じた販売活動等に努めております。 

平成 27年 2月より、非対面式受付チャネルであるインターネット申込みの入

力簡素化を開始しておりましたが、平成 27 年 10 月より、お申込みからご契約

までの手続きがインターネット上で完結でき、営業店窓口へ来店不要の「Ｗｅ

ｂ完結型ローン」の取り扱いを開始しました。平成 28年度上期の申込受付は前

年度から微増に留まっているものの、ホームページやテレビＣＭ等の効果的な

宣伝広告により申込件数を増加させていくとともに、申込Ｗｅｂサイトの工夫

により獲得増加につなげてまいりたいと考えております。また平成 28年度上期

は「教育関連ローン金利引下げキャンペーン」「こうぎんマイカーローン金利引

下げキャンペーン」「新生活応援キャンペーン」等のお客さまのライフステージ

に応じた様々なキャンペーンならびに、「おまとめ特別運動」を実施しました。

このほか、消費者ローンの取り扱い経験の浅い行員を対象とした自主参加型休

日セミナーを継続的に開催し理解度向上を図りました。行員の営業スキルの向

上ならびに、全員営業による消費者ローンの獲得強化に取り組んだ結果、平成

28 年 9 月期の消費者ローン残高（住宅ローンおよびその他ローン合計）は、平

成 28年 3月期比 5億 71百万円増加して 1,042億 68百万円となりました。 

 

  〔消費者ローン残高推移（表 11）〕                  （単位：百万円） 

 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 28/9期 

消費者ローン 102,642 102,815 102,050 102,224 102,606 103,697 104,268 

 住宅ローン 79,958 79,866 79,157 79,282 79,324 79,973 79,750 

 消費者ローン 22,684 22,929 22,893 22,942 23,282 23,723 24,518 

 

  ﾛ.個人預金の増強 

当行では、個人預金が総預金の約 70％（平成 28年 9月末現在）を占めており、

安定的な資金調達基盤となっております。 

平成 28 年度上期においても、年金受給者への優遇定期預金「ねんきん定期預

金」、退職者専用定期預金「ビビッド・プレミアムⅥ」「ビビッド・プレミアムⅦ」、

相続預金の受け皿として「こうぎん相続専用定期預金」、投資信託と定期預金の
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組み合わせ商品「こうぎんビビッドパック」を継続販売しました。また、マイナ

ス金利政策の環境下、金利上乗せのキャンペーン定期ではなく、懸賞品付定期と

して、地域の観光振興政策とタイアップした「薩長土肥連携定期」を発売しまし

た。さらに、年金受給口座・給与振込口座の推進を図り、ＡＴＭ時間外手数料無

料化等の施策も行い個人預金の増強を図ってまいりました。 

こうした取り組みにより、平均残高ベースで、流動性預金は前期対比 69 億円

増加したものの、定期性預金については、低金利環境を背景に、投資信託や生命

保険等の金融商品による運用ニーズが高まった影響などから前期対比 64 億円減

少しました。この結果、個人預金全体は前期対比 5億円増加して 6,393億円とな

りました。 

 

〔個人預金の増加計画（表 12）〕              （単位：億円） 

 27/3期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 

実績 

29/3期 

計画 

30/3期 

計画 

預金残高 6,481 6,387 6,393 6,629 6,695 

   ※平均残高ベース 

    

  ﾊ.金融商品の販売強化 

預金金利が低水準で推移していることや、ＮＩＳＡなどの投資優遇制度を背景

として、金融商品による運用のニーズは高まっております。また、利回りの低下

から貸出金利息収入が減少傾向であり、金融商品の販売強化は役務収益の増加に

つながる重要な施策のひとつとなっております。平成 27 年度に、証券会社、生

保会社からそれぞれ 1 名の出向者を受け入れ、平成 28 年 2 月には生保会社に勤

務経験のある女性職員を採用し、営業店のサポート態勢を強化しております。 

金融商品販売事務の効率化を図るため、平成 28 年 6 月に、金融商品買付・解

約などの本部への発注、顧客カード兼面接記録、受付判定等を業務支援システム

「Ｒｙｏｍａ」で行い、取引の適切性確保の資料（包括帳票）ならびに各種情報

を電子化しています。今後も適合性の原則など、お客さま第一主義を念頭に資産

形成のニーズにお応えできる適切な金融商品の販売態勢の継続に努め、商品ライ

ンナップの充実や研修・勉強会を通じた行員のレベルアップ、セミナーの開催等

により販売強化に取り組んでまいります。 

 

〔金融商品販売額推移（表 13）〕                  （単位：億円） 

 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 前年同月比 

投資信託 38 76 76 88 101 58 51 △52 

生命保険 10 12 13 16 22 41 35 13 
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〔金融商品残高推移（表 14）〕                   （単位：億円） 

 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 前年同月比 

投資信託 258 305 356 417 419 442 423 4 

生命保険 151 163 176 193 216 258 293 77 

＊生命保険は、販売累計額を計上しております。 

 

(ｲ)投資信託 

低金利環境のなか、お客さまの投資信託への関心は高まりつつあり、ニーズ

も多様化しております。当行では幅広い商品ラインナップと行員のスキルアッ

プにより、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えできるよう取り組んでお

ります。 

平成 28年度上期は、新たに 2銘柄の「追加型投資信託」を追加したほか、「単

位型投資信託」1銘柄を販売いたしました。また、アフターフォローの一環とし

て、外部講師によるお客さま向け資産運用セミナーを 7 カ所で開催し、市場の

見通し等に関する情報を提供いたしました。 

行員のスキルアップのため、知識や経験値の高い証券会社からの出向者なら

びに本部専門担当者による帯同訪問を 90 回実施したほか、勉強会を 46 回開催

しました。行員の経験値にあわせ、基礎的な知識や新商品を学ぶものから、ロ

ールプレイングを取り入れた実践的な研修など内容も工夫しており、また自主

参加型休日セミナー等を 9回開催し延べ 375名が参加しています。 

これらの取り組みを実施したものの、相場の先行き不透明感などから、平成

28 年度上期の販売実績は前年同期を 52 億円下回る、51 億円の実績となりまし

た。今後も新商品の導入や、資産運用相談窓口としてプラザの活用や、行員の

一層のスキルアップによりお客さまの資産運用に関するニーズにお応えできる

よう態勢強化を図り、販売強化に努めてまいります。 

 

(ﾛ)生命保険 

お客さまのライフステージや資産の状況ならびに家族構成などにより、生命

保険に求められるニーズは様々であり、当行は最適な商品をご提案するために、

商品構成の充実を図るとともに、行員の潜在ニーズを発掘する提案能力の向上

に努めております。 

平成 28年度上期は、外貨建個人年金保険 1商品および外貨建一時払終身保険

１商品をラインナップに加え、お客さま向け「相続セミナー」を 2 カ所で開催

し 17 名のお客さまにご参加いただいたほか、「セカンドライフセミナー」を 4

カ所で開催し29名のお客さまにご参加いただきました。また、投資信託と同様、

知識や経験値の高い生保会社からの出向者や本部の専門担当者による帯同訪問

を 135回実施したほか、若手行員を主体とした勉強会を 99回、自主参加型休日

セミナーを 4 回開催し、延べ 155 名が参加するなど、営業のサポートやスキル
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アップにつながる指導を行いました。 

このような活動に取り組んだものの、平成 28年度上期は円建ての保険の多く

が販売休止となるなどの影響を受け、販売実績は 35 億円となり平成 27 年度下

期比で 6億円下回りました。 

今後も、商品ラインナップの充実とともに、行員の一層のレベルアップを図

り、お客さまの幅広いニーズにお応えしていくことで、販売強化に努めてまい

ります。 

 

  ﾆ.新たな営業チャネルの構築 

平成 28年度上期は、「金融コンサルティング機能の発揮」を目的とした営業拠

点として、各種個人ローンや資産運用の相談・申込受付を主な業務とする「こう

ぎん久万川橋プラザ」を 6月に設置しました。同プラザでは資産運用に関するセ

ミナーなども開催しており、お客さまの利便性の観点から土日祝日も営業してお

ります。 

同様の相談業務を行う「こうぎん帯屋町プラザ」を平成 27年 10月に開設した

ほか、平日の相談業務に係る営業時間を 19 時まで延長した「ちより街支店」を

含め、お客さまの利便性向上のために営業時間や営業日についても柔軟に対応し

ていく方針です。また、非対面チャネルとして平成 27 年 5 月に開設したインタ

ーネット専用支店「よさこいおきゃく支店」や、同年 10 月に取り扱いを開始し

た「Ｗｅｂ完結型ローン」に引き続き、インターネット等新たなチャネルを活用

した商品やサービス等の導入についても検討しております。 

従来の枠にとらわれない、新サービス・新チャネルの企画・開発を行い、更な

るＣＳ向上を図っていくことにより、個人取引先の基盤拡充に取り組んでまいり

ます。 

 

  ﾎ.家計取引のメイン化 

高知県では、全国に先駆けた人口の減少が進行しておりますが、こうした状況

下においても、当行が個人のお取引先を確保していくためには、家計取引のメイ

ン化が極めて重要であるという認識のもと、様々な取り組みを実施しております。 

営業店における営業面や管理面を総合し、優秀な成績の店舗を表彰する「総合

表彰制度」や「営業本部運動」に家計取引メイン化の項目を設定して推進してお

ります。 

家計取引の拡大につながる取り組みとして、年金相談会（毎月 1回営業店で開

催）、税務相談会（毎週火曜日開催、内 1回は出張税務相談会）、資産運用に関す

るお客さま向けセミナーや相続セミナー、セカンドライフセミナー（ともに随時）

を開催しておます。資産運用など随時開催のセミナーはご好評をいただいている

ことから、会場を高知市以外の地域（高松市、室戸市、南国市、須崎市、四万十

市）にも拡大して開催し、多数のお客さまにご参加いただきました。 

また、ＣＳ向上のために「お客さま満足度アンケート」を継続実施しており、
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お客さまの声を反映した施策のひとつとして、当行のキャッシュカードで当行の

ＡＴＭをご利用いただく際のご利用手数料を、平成 27 年 5 月より、すべての時

間帯において無料化しました。今後も、お客さまのメイン銀行としてお取引いた

だくために、各種商品の充実ならびにサービスの向上に努めてまいります。 

 

④有価証券運用の強化 

有価証券ポートフォリオの状況分析のほか、国内外の金融政策や経済動向の見通

しなどを勘案したうえで、収益目標を達成するための有価証券運用方針を策定して

おり、目標達成のために「取るリスク」、あるいは「抑制するリスク」「排除する

リスク」を明示することで、運用戦略について組織的に共有化しております。 

今期についても前期と同様に、「取るリスク」として「国内株式リスク」および

「為替変動等の価格変動リスク」の2つを、「抑制するリスク」として「円金利リ

スク」を、「排除するリスク」として「投資信託運用における流動性リスク」を掲

げて取り組みました。この結果、平成28年9月期の投資有価証券利回りは計画を

0.049ポイント上回り1.271％となり、有価証券利息配当金は計画を31百万円上回る

19億1百万円となりました。 

引き続き、こうした方針のもとで、利息配当金収入の安定的な積上げを目指して

いくとともに、各種リスクの変化や動向を注視しながら、外部環境等の変化に対し

ては、必要に応じて方針を見直してまいります。 

 

⑤適正なプライシングの徹底 

マイナス金利政策下において運用環境が厳しさを増すなか、金融機関同士の金利

競争が激化しており、貸出金利回りは低下傾向が続いております。こうしたなか、

お取引先との適正な収益を確保する取引条件を判断するため、シミュレーション対

象のデータ範囲を拡大した「総合採算評価システム」を平成28年9月に導入して、

総合的な取引採算評価の高度化を図りました。 

預貸率の改善や役務収益の向上に向けた取り組みを進めていくとともに、コンサ

ルティング機能を発揮した付加価値の提供等により、お客さまのご理解をいただい

たうえで適正なプライシングに取り組んでまいります。 

 

(2)人材力の最大発揮 

職員それぞれの士気を高め、一層の創意工夫による考動力（thinking ＆ action）

を発揮し、組織を活性化させていくために、以下のような取り組みを行っておりま

す。 

 

①人材の活用 

当行の人員構成は、営業の中心を担う中間年齢層が薄いことから、計画的な定期

採用等により人員構成の平準化を図っていくとともに、現有戦力の底上げにより営

業力を強化していくことが喫緊の課題であると考えております。 
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これまでに嘱託採用者やパート職員を対象とした「職員登用制度」を創設するな

ど、女性職員の営業力強化に向けた取り組みを進めてまいりましたが、今後も新た

な人材の発掘や活用の強化を図り、営業力の強化に向け取り組んでまいります。 

人材の活用および適正な人員の配置の一環として、平成27年度より、農業・水産

業など各種経営アドバイザーの有資格者を各地域の特性等に応じて配置しており、

県内の農林水産業の経営において求められるニーズへの的確な対応や有資格者に

よる行員の人材育成などを通じて、営業力の強化につなげてまいります。 

 

  ｲ.公募制による「支店長」の登用 

一般職の指導役や総合職の次長クラスに任用されている職員を対象に、「支店

長」の公募を行い、選考のうえ、平成 27 年 4 月に 2 名の女性職員を支店長に任

命しました。また、この取り組みをベースとして支店長候補者クラス以外から、

高い意識を持った職員を支店長に登用する「支店長登用制度」を平成 27 年 9 月

に創設しております。 

スキルの高い行員にステップアップの機会を与えることは、職員全体のモチベ

ーションアップや新たな人材の発掘につながるものと考え、本部を含めた幅広い

業務を経験できるような人材配置を実施し、全行的な視野を持った人材の育成に

努めてまいります。 

 

  ﾛ.「定年再雇用者」の活用による営業力強化 

これまでは、本部集中部門や事務指導部門を主体に配置しておりましたが、営

業店ならびに営業をサポートする部署への配属が増加しており、本部所属の再雇

用者が営業店に駐在して、営業店の不動産担保再調査事務や店内検査の支援、若

手行員の実務指導などを行い、営業店の事務負担軽減や若手行員のレベルアップ

につながったケースもありました。 

平成 28年 9月末現在の定年退職による再雇用者は 46名で、その配属先は営業

店 11名、本部 35名ですが、本部配属のうち 7名は営業サポートに関する部署に

配属しております。今後も「定年再雇用者」の豊富な経験・知識を活用して営業

店の支援を継続し、営業力の維持、強化に努めてまいります。 

 

  ﾊ.キャリアリターン制度 

結婚、妊娠、出産、介護、家族の転勤等の理由でやむを得ず当行を退職した職

員が、一定の要件を満たしている場合に復職を可能とする「キャリアリターン制

度」を、平成 27 年 3 月に創設しました。元職員の高いモチベーションや能力を

再び当行で発揮できるよう、同制度を活用した人材確保に取り組んでおります。 

同制度による採用実績は現在のところ 2 名ですが、平成 27 年度以降に退職し

た同制度対象者のうち 12 名から、環境が整った場合に復職を希望する「復職宣

言書」の提出を受けており、本年度中に 1名の復職が見込まれております。今後

も積極的に同制度を活用して、復職の道を残せるよう取り組んでまいります。 
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  ﾆ.嘱託の公募による採用 

平成 26 年 4 月より、それまで採用要件としていた金融機関勤務経験の条件を

撤廃し、幅広く人材を募集してまいりました。また、平成 27 年度上期には、公

募採用等の嘱託の雇用満了年齢について、それまでの 60 才から 65 才へ延長し、

熟練人材の確保につながるよう運用しております。 

なお、「職員登用制度」により、これまでに 19名の嘱託を職員に登用しており

戦力強化につながっております。 

今後も嘱託の公募による新たな人材の発掘に努めてまいります。 

 

②人材の育成 

外部の団体や専門家が主催する各種セミナーへの参加のほか、行内研修ならびに

自主参加型休日セミナーによる金融関連知識等の向上に取り組んでおります。 

また、各種資格取得を奨励し、特に 5 資格（表 15 に記載）を重点資格として推

進しており、これらの資格取得者の増加ならびに民間企業に一定期間出向して特定

業種の知識を身につけるトレーニー等の実施により、事業性評価に欠かせない専門

知識を持つ人材の育成を進めるとともに、資格取得者等による実践的な行員指導を

実施しております。 

このほか、将来の幹部候補者という長期的な観点から、営業店および本部の様々

な部署への配置により、全行的な目線を持つ行員の育成にも取り組んでまいります。 

 

  ｲ.「こうぎんカレッジ」の継続開催 

自主参加型休日セミナーの「こうぎんカレッジ」を平成 21 年度より継続開催

しており、参加者は毎年 1,000名を超え、若手行員の自己啓発の機会として定着

しております。平成 28 年度上期は、金融商品や私募債、ＢＣＰなど幅広い内容

で 32講座を開催し、延べ 893名が参加しました。 

また、検定試験受験対策を目的とした合宿形式の「こうぎんキャンプ」も開催

しております。今後も行員の要望や、先見性のある幅広いテーマでセミナーを開

催し、行員の早期育成に取り組んでまいります。 

 

  ﾛ.e‐ラーニングの活用 

各種講習等を行うシステムとして e – ラーニングを導入しておりますが、学習

端末は行内ネットワークに接続したパソコンに限られ自己啓発の時間確保に課

題があったことから、平成 28 年 9 月に新システムを導入してＷｅｂ対応を可能

といたしました。職員は自宅のパソコンで規程類や行内情報の閲覧のほか、資格

取得に向けた学習が可能となり学習機会が拡大しました。人事部による学習状況

モニタリング機能等も活用し、業務知識の向上や資格取得による人材育成に取り

組んでまいります。 

 

 



19 

 

  ﾊ.外部資格の取得推進 

各種資格の取得を推奨し職員への公募や指名による取得支援を行っておりま

す。様々な資格のなかでも地域金融機関の職員として求められる専門的な知識を

高めていく必要性があることから、5 資格（表 15 ※印）を重点資格として推進

し、事業性評価能力の向上に取り組んでおります。 

平成 28年度上期には「農業経営アドバイザー」を 5名、「動産評価アドバイザ

ー」を 3 名、「Ｍ＆Ａシニアエキスパート」を 2 名が資格取得しております。平

成 28 年度上半期における資格取得者を含む主な外部資格取得者は下記（表 15）

のとおりです。 

 

〔外部資格取得者（表 15）〕 

農業経営アドバイザー※ 19 名 

林業経営アドバイザー※  4 名 

水産業経営アドバイザー※  2 名 

動産評価アドバイザー※ 11 名 

Ｍ＆Ａシニアエキスパート※  9 名 

医療経営士 3級  3 名 

証券アナリスト  4 名 

    ※は重点資格として推進 

 

   ﾆ.嘱託採用者を対象とした研修 

人材の発掘や人員の確保に向けた取り組みのひとつとして、嘱託の公募採用を

実施しており、これまでに「職員登用制度」により 19 名の嘱託を職員に登用し

ております。しかしながら、嘱託採用者の大半は金融機関勤務の経験がなく、よ

り高い公共性が求められる金融機関の職員として、基本的な知識、スキルならび

にコンプライアンス等のレベルアップを図る必要があります。嘱託採用者向けの

研修範囲を拡大し、継続実施していくことによりスキルアップを図り、早期戦力

化に努めてまいります。 

 

 ③ワークライフバランス 

当行は、次世代育成支援対策推進法に基づく仕事と家庭の両立支援に積極的に取

り組む企業に対する認定制度において、平成 19 年 8 月に高知労働局より「基準適

合一般事業主」の高知県第一号として認定を受けました。その後も、職員の仕事と

子育ての両立を支援するための各種行動計画を実践してきており、平成 27 年 3 月

には、中四国の企業では初となる同制度の 4期連続認定を受けました。これからも、

この取り組みを継続していくほか、以下の施策を検討のうえ実施していくことで、

ワークライフバランスの推進に取り組んでまいります。 
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ｲ.仕事と家庭の両立支援 

これまで 1年 6カ月間としていた育児休業の取得可能期間を 2年間に延長した

ほか、当行の退職者のなかで一定の要件を満たしている場合に復職を可能とする

「キャリアリターン制度」を創設しております。 

平成 28 年 8 月より、育児休業の対象者となる職員等が、子が 2 歳となるまで

に一定回数の遅出、早退が利用できる「遅出・早退」制度を創設し、職場環境の

整備に取り組んでおります。これからも、職員が仕事と子育てを両立しながら、

その能力を十分に発揮できるよう、職場環境の整備を進めてまいります。 

 

ﾛ.育児休業の取得者を対象としたセミナーの開催 

育児休業の取得者を対象に、仕事と子育ての両立に関する不安や休業期間中の

業務の変化等に対する不安を緩和して、スムーズに職場復帰できるようにサポー

トしていくために「子育てセミナー」を開催しております。同セミナーでは、育

児休業者のほか子供や家族の参加も可能であり、また、専門相談員を招き個別育

児相談ができる内容としております。引き続き、同対象者に対する自主参加型休

日セミナーの開催回数の増加や行内情報、業務の状況等について認識を深めてい

く機会を提供する等の取り組みを検討してまいります。 

 

ﾊ.ダイバーシティマネジメントの推進 

人事部は、これまでにも部店長に対し、研修や面接等を通じて「行員の多様性

を尊重し、能力をフルに発揮できる環境作り」の重要性に関する指導を実施して

まいりましたが、これからも、行内全体に浸透させていくように取り組んでまい

ります。 

 

２．経営の効率化 

(1)営業活動の効率化 

①ビジネス情報ネットワークの活用とシステムの高度化 

お取引先の販路拡大など様々なビジネスニーズにお応えできるよう、ビジネスに

関する情報（以下「営業サポート情報」）を行内の情報ネットワークで共有し、情

報提供等によるソリューション営業を展開しております。 

平成 27年 10月に「営業サポート情報」に係るシステムの操作性や情報検索機能

を向上させ、営業活動における活用方法等について周知し、営業店同士や本部との

連携を強化した結果、平成 28年度上期はシステム運用開始（平成 25年 3月）以降

最多となる、お取引先 81先 94件のビジネスマッチングが成約しました。 

今後もシステムの高度化を継続し、「営業サポート情報」を効率的に活用して、

お取引先のビジネスマッチングのサポートに努めてまいります。 

 

②「軒先顧客管理システム」の活用強化 

「軒先顧客管理システム」は、お客さまの属性や取引状況等に加えて、交渉履歴
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などの様々な情報をデータベース化し、行内ネットワークを介して営業店と本部が

リアルタイムに情報を共有するシステムとして営業活動や事業改善支援など様々

な場面で活用しております。 

本システムは、各種営業推進施策や営業店からの要望等に応じて、随時、機能追

加などのカスタマイズを行い、営業活動の効率向上を図っております。 

平成 27年 10月の「ブロック・エリア制」への営業態勢変更に伴い、同システム

に「基盤拡充」「情報収集・提供」「地域連携ビジネスサポート部との連携」など

営業活動記録に係る入力項目を追加しました。また、訪問した取引先数や面談時間

に関する統計機能を追加し、営業活動をデータ化して実態把握ならびに活動分析に

基づく営業活動の強化に活用しております。 

平成 28 年 5 月には、取得した情報に基づくタイムリーな提案ならびにスムーズ

な案件対応を実現するための営業スケジュールの管理機能や、多くの情報から必要

なものを効率的に抽出するための情報検索機能を高度化したほか、平成 28 年 7 月

には、帝国データバンクの情報と当行の取引先情報をリンクさせて、企業内容や取

引実態等をより効率的に把握できるように改良しております。 

今後も、営業店と本部の連携活動の効率化や、営業活動の実態分析によるＰＤＣ

Ａに基づく活動強化につなげていくために「軒先顧客管理システム」の高度化を進

めてまいります。 

 

③マーケット分析の精緻化 

外部の各種統計資料による情報収集のほか、外部データから得た地域内の未取引

の事業先を訪問することにより様々な情報を収集し、既存情報等とあわせて当行独

自のマーケットデータを作成しております。 

各マーケットにおける預金・貸出金の当行シェアや、セグメント別（法人・個人・

金融）、年齢別などを時系列でデータ化しており、貸出金については個人ローンの

商品カテゴリー別（住宅ローン、カードローン、証貸式ローン）に細分化しデータ

化しております。 

各情報の時系列推移や、人口動態等をもとにマーケットにおけるボリュームや先

数のシェア拡大余地を可視化する分析を行っております。この分析に基づき営業店

予算策定の手法を、これまでのボリュームや店質をベースとしたものから、マーケ

ット分析に基づくより実現性の高いものへ改善してまいります。 

また、マーケット分析資料や、営業活動モニタリングシートなどの各種データを、

営業戦略会議などにおいてターゲット選定を明確にした営業戦略の策定に活用し

ていくために、今後も情報収集活動やデータの精緻化、分析手法の高度化に取り組

んでまいります。 
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(2)業務の効率化と経費の適切な管理 

①業務の効率化 

ｲ.業務改善推進委員会による各種施策の実施 

本委員会は、営業力強化につながる様々な業務効率化施策の立案・実行を目的

として、平成 26年 4月から本格的な活動を開始しました。 

平成 28 年度上期は、施策として取り組んだ取引先の総合的な採算性シミュレ

ーションシステムが導入され、採算性評価の高度化と自動化部分の拡大による事

務の省力化が進みました。 

また、職員の自己啓発機会を拡大するため、これまで行内限りであった資格取

得等のための学習システム e – ラーニングをＷｅｂ対応させ、自宅学習を可能に

するとともに情報範囲も拡大しました。 

このほか、進行中であったＷｅｂ会議システムの下期導入が決定しており、融

資関係の契約書の簡素化および自動出力化、ならびに渉外営業端末の導入などに

ついても具体化に向け進めております。 

今後も、各種業務の所管部署や営業店からの提案等に基づき、営業店事務や本

部業務の効率化を向上させる様々な施策の立案・実行に取り組んでまいります。 

 

ﾛ.営業店事務の本部集中 

平成 28 年度上期に、自己査定システムの完全ペーパーレス化を実施し、業務

の効率化を進めました。 

本部では新商品開発や新たなサービスを検討する際に、データ化されていない

様々な情報について、営業店に調査や報告を依頼して収集しております。こうし

た調査等に係る営業店の事務負担を軽減するために、営業店の意見に基づき通常

業務も含めた 39 件の業務見直しを実施し、現状では省力化の限界まで効率化が

進んでいるものや、政策的に必要なものならびに意見募集後間もなく対応が完了

したものを除いた、13件について効率化に着手し、うち営業店の調査などを伴う

報告業務 5件について廃止を含めた効率化を実現しました。 

このほか、営業店事務の一層の負担軽減を図るべく、営業店で保管している融

資契約書類の本部集中化や、相続関係事務の本部集中化についても検討を進めて

おります。 

 

ﾊ.適正な人員配置 

「ブロック・エリア制」のもと、地域を面で支える営業態勢の強化に向けた取

り組みを進めております。この一環として、平成 28年 9月の定例人事異動では、

高知県の地域振興施策や各地域のマーケット特性などを踏まえ、県内の農林水産

業の経営に求められるニーズに対して的確に対応できるよう、高知県内 6エリア

すべてに、農業・林業・水産業などのアドバイザー資格を取得した行員を配置し

ております。なお、これらの各種アドバイザー5 資格について重点資格として推

進しております。 



23 

 

これからも、業務の効率化や本部集中化に積極的に取り組み、さらに営業に携

わる人員を確保していくとともに、「ブロック・エリア制」を運用していくなかで、

営業店毎の役割の明確化や店質に応じた業務の集約化を進めていくことにより、

適正な人員配置につなげてまいります。 

 

〔各エリアにおける有資格者の配置状況（表 16）〕 

安芸エリア 

農業経営アドバイザー  1 名 

林業経営アドバイザー  1 名 

水産業経営アドバイザー 1 名 

物部川エリア 農業経営アドバイザー  2 名 

嶺北エリア 農業経営アドバイザー  1 名 

仁淀川エリア 
農業経営アドバイザー  2 名 

林業経営アドバイザー  1 名 

高幡エリア 農業経営アドバイザー  1 名 

幡多エリア 

農業経営アドバイザー  1 名 

林業経営アドバイザー  1 名 

水産業経営アドバイザー 1 名 

    ※平成 28年 9月 30 日現在 

 

ﾆ.本部業務の効率化 

平成 28 年 6 月に「金融商品管理システム」を導入し、投信の買付・解約など

に関する行内手続きのシステム対応、ならびに生命保険等すべて金融商品の顧客

情報記録などの帳票の電子化により、本部と営業店双方の事務負担が大幅に軽減

されました。 

本項『Ⅲ.2.(2)①ｲ.業務改善推進委員会による各種施策の実施』に記載しまし

たとおり、各種会議や研修等の参加者に係る負担軽減につながる「Ｗｅｂ会議シ

ステム」を下期の導入に向けて進めております。 

本部各部の業務見直し方策については、業務改善推進委員会において定期的に

検証、管理を行う態勢としており、本部業務の見直しを通じて、各部署の役割の

さらなる機能向上と併せ、業務の効率化を図っていくことなどにより営業店人員

の確保につなげてまいります。 

 

②経費の適切な管理 

 ｲ.人件費の抑制 

平成 28年 9月期の人件費は、計画を 56百万円下回り 33億 32百万円となりま

した。また、平成 28 年 9 月期の人員は、行員が 919 名、嘱託・パートが 128 名

となり、合計 1,047名となりました。 

今後、再雇用者の増加等を踏まえた計画的な新規採用により、総職員数は同水

準を維持のうえ、生産性向上を図り、時間外手当等の冗費圧縮に努めながら、収

益力に応じた適切な人件費の配分を行ってまいります。 
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〔職員数の計画・実績（表 17）〕               （単位：人） 

 
27/3期 
実績 

28/3期 
実績 

28/9期 
実績 

29/3期 
計画 

30/3期 
計画 

期末職員数 1,057 1,052 1,047 1,052 1,057   

 行員 912 902 919 906 903    

 嘱託・パート 145 150 128 146 154    

 

〔人件費の計画・実績（表 18）〕                 （単位：百万円） 

 
27/3期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 29/3期 

計画 

30/3期 

計画 計画 実績 計画比 

人件費 6,603 6,771 3,389 3,332 △57 6,755 6,755 

  

ﾛ.物件費の適切な管理 

平成 28 年 9 月期の物件費は、計画を 6 百万円上回り 23 億 66 百万円となりま

した。主な理由として、営業店の照明をＬＥＤへ切替して省電力化を進めるとと

もに、行内通信専用に定額制の携帯電話を導入して通信費低減したこと、また、

営業店の経費削減努力の効果等により、給水光熱費および通信交通費等が計画を

1億 22百万円下回ったものの、一方で金融所得一体課税システム、新営業店シス

テム、ＡＴＭクラウドサービス等のシステム関連投資に係る計算委託料や保守管

理費や、地域振興への取り組みに関連する費用等が計画を 1 億 28 百万円上回っ

たことよるものです。 

平成 27年度下期から実施している「物件費削減運動」の目標を上期の 8％から

下期は 10％に強化して職員の物件費削減意識を一層高めるとともに、各種業務の

効率化を推し進め計画達成に向け取り組んでまいります。 

 

〔物件費の計画・実績（表 19）〕                   （単位：百万円） 

 27/3期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 29/3期 

計画 

30/3期 

計画 計画 実績 計画比 

物件費 4,555 4,702 2,360 2,366 6 4,683 4,593 

（うち機械化関連費用） 1,409 1,621 835 810 △25 1,670 1,580 

機械化関連費用除く

物件費 
3,146 3,081 1,525 1,556 31 3,013 3,013 

＊機械化関連費用は、基幹系システム・事務用機器等の減価償却費、機械賃借料、機械 

保守費等を計上しています。 

 

３．資産の健全化 

(1)良質な貸出金の増強 

本項『Ⅲ.1.(1)トップライン収益の向上』に記載しましたとおり、「ブロック・

エリア制」営業態勢のもと、地域に密着した営業活動を展開し、事業性を評価し

た資金供給ならびに、お取引先企業等に対する経営相談や経営指導などの経営改

善支援活動に積極的に取り組んだ結果、平成 28 年 9 月末の金融再生法開示債権
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における正常債権額は 6,539億円となり、平成 28年 3月末比 16億円減少しまし

たが、不良債権合計額も平成 28年 3月末比 14億円減少して 325億円となり、金

融再生法開示債権比率につきましても同 0.19 ポイント減少して 4.73％となりま

した。 

今後も、目利き力を発揮し事業性評価に基づくソリューション提供や、経営改

善支援等により貸出金の増強ならびに質の向上に努めてまいります。 

 

(2)経営改善支援の方策と活動の強化 

経営改善支援の対象先は、当行の経営に対する影響が大きい先を選定し、さら

に支援ランクを設定することで、改善のステップとモニタリング頻度などを明確

化し、経営資源を有効に活用しつつ事業性評価に基づく最適なソリューションの

提供に取り組んでおります。 

経営改善支援取組先は、債務者区分が要注意先以下とし、支援ランクを貸出金

の規模でⅠ、Ⅱの 2段階に区分したうえで、定性要因によりＡ、Ｂの 2段階に区

分しております。取組先は、毎年 3月末日および 9月末日を基準日として見直し

を実施しております。 

 

〔選定区分〕 

支援ランクⅠは総与信 2億円以上または純与信 1億円以上の先、支援ランクⅡ

は総与信 1 億円以上 2 億円未満または純与信 50 百万円以上 1 億円未満の先、定

性要因と照らして経営改善に取り組むことが可能な先をＡ、経営改善に取り組む

ための体制整備に取り組む先をＢ、総与信および純与信ともに支援ランクⅡ以下

の先についても必要に応じて選定し、経営改善支援取組先を決定しております。 

 

〔支援方法等〕 

原則としてⅠＡ先、ⅠＢ先については月 1 回以上、ⅡＡ先、ⅡＢについては 2

カ月に 1回以上のモニタリングを実施し業況把握等に努めております。このうち、

Ａ先は四半期毎に業況管理分析表を作成し、業況の把握、計画の進捗状況の検証

等を行い、本部が必要に応じて単独または営業店と帯同してお取引先との面談を

実施しております。Ｂ先は業況を把握するとともに経営改善に対する方向性や方

針の共有化、定期的な計数資料の作成・提出、資金繰りの改善等、経営改善に対

する取組体制の整備を支援しております。 

 

平成 28年度上期は、ⅠＡ:46先、ⅡＡ:56先、ⅠＢ:41先、ⅡＢ：58先、合計

201 先を経営改善支援取組先として選定し、本部が中心となり、単独または営業

店との帯同訪問の実施や「軒先顧客管理システム」を活用した営業店へのモニタ

リング指導を行うなど、本支店が一体となって経営改善支援活動に取り組み、18

先の債務者区分がランクアップするなどの活動成果がでております。 
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①中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況 

ｲ.行内体制 

融資統括部企業支援室（中小企業診断士 3名在籍）が中心となって、営業店や

中小企業再生支援協議会等と緊密に連携し、お取引先の経営改善指導を行ってお

ります。また、地域連携ビジネスサポート部が主体となって、コンサルティング

機能を発揮した地域との連携のさらなる強化に取り組んでおります。 

各取組方策や実績は、本強化計画における経営改善支援等への取り組みの一環

として、取締役会に月次報告を行っているほか、支援ランクⅠＡ先への取組状況

については、3カ月毎にリスク管理委員会に報告し、管理しております。 

 

 ﾛ.支援活動 

営業店は、経営改善支援取組先への定期的な面談等により業況ならびに経営改

善の進捗状況をモニタリングしております。この内容は「軒先顧客管理システム」

に記録し、企業支援室は同システムを活用して支援活動への指導を行うとともに、

帯同訪問を実施し、本部と営業店が一体となって経営改善を支援しております。 

平成 28 年度上期は、企業支援室が「軒先顧客管理システム」を活用した経営

改善に係る営業店への指導を 822件、バンクミーティングへの参加や企業訪問等

による指導を 145回実施しました。 

これらの支援活動により、経営改善支援取組先のうち平成 28 年度上期のラン

クアップ実績はⅠＡ：3 先、ⅡＡ：7 先、ⅠＢ：3 先、ⅡＢ：5 先、合計 18 先と

なりました。今後も実態把握に基づく事業性評価に努め、経営課題等に応じた解

決策を提案・実行してまいります。 

 

 ﾊ.外部機関の活用および連携等の強化 

自助努力による経営改善や抜本的な事業再生・業種転換・事業承継等による経

営改善が見込まれる事業先に対して、外部専門家や中小企業再生支援協議会・地

域経済活性化支援機構・高知県事業承継人材確保センター等の外部機関と連携を

図ることで、コンサルティング機能の強化に取り組んでおります。平成 28 年度

上期は、経営改善計画の策定や事業承継の相談等について外部機関を活用すると

ともに、外部機関の開催するセミナーや会議への参加などを通じて連携の強化を

図っております。 

また、平成 27 年 4 月より株式会社地域経済活性化支援機構と「特定専門家派

遣」契約に基づく専門家派遣を受けており、平成 28 年度上期は、お取引先 1 先

に対し専門家派遣による改善の指導を受けました。今後も、外部機関との連携や

活用の強化による、実効性のある経営改善支援活動に取り組んでまいります。 

    

②商談会開催等ビジネスマッチングへの取り組み強化 

ビジネス情報ネットワークを活用したビジネスマッチングのほか、第二地方銀行

協会加盟行が主催する「地方創生『食の魅力』発見商談会」や高知県、高知県地産



27 

 

外商公社、四国銀行、幡多信用金庫との共催による商談会への出展支援を行ってお

ります。 

平成 28年 6月に開催された「地方創生『食の魅力』発見商談会 2016」では、お

取引先企業 13 社の出展支援を行い、うち 3 社の商談が成約したほか、多数の商談

が継続交渉されております。今後も、お客さまの販路拡大支援等につながるビジネ

スマッチングに取り組み、地域経済の活性化に貢献してまいります。 

 

(3)オフバランス化の取り組み 

実質破綻先・破綻先については、債務者や保証人の現況を十分に把握したうえで、

個別に担保処分の実施や償却、サービサーへの売却を検討しております。平成 28

年 9 月期においては、直接償却 6 先 58 百万円等によるオフバランス化を実施した

ほか、担保物件の処分では競売申立てや任意売却により21百万円を回収しました。 

なお、当行は平成 24年度から部分直接償却を導入しており、平成 28年 9月期に

おける部分直接償却の金額は 39億円となっております。 

 

Ⅳ．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗状

況 

１．業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

取締役会は原則として月 2回開催しており、法定の決議事項に加えて、重要な業

務執行についても報告を受け、協議や決議を行っております。また、経営強化計画

の計数・施策進捗状況も定例的にモニタリングし、適宜、業務所管部に対して指示

を行っております。「取締役会」の機能をガバナンスに関する審議に重点を置き、

業務執行に関する審議は主として「経営会議」とし、それぞれの機能をより明確化

させることで、一層のガバナンス向上を目指すため、平成 28 年度上期に検討を開

始し同年 11 月に規程を改正いたしました。経営戦略に関する審議ならびに適切な

業務執行に関して、それぞれの会議体でより深度のある議論を行う態勢としており

ます。 

平成 28年 6月以降の役員構成は、取締役 9名のうち社外取締役は 2名、監査役 4

名のうち社外監査役は 3名で、社外役員 5名はすべて金融商品取引所の定めに基づ

き独立役員として届け出ており、独立役員は 6月の役員改選以前より 2名増加させ

経営体制の強化を図っております。 

また、経営に対する評価の客観性を確保するため、社外の有識者等第三者で構成

する「経営評価委員会」を平成 22 年 9 月に設置しており、外部目線による様々な

角度からの提言を受けております。 

平成 28 年 9 月には、第 13 回経営評価委員会を開催し、平成 28 年 3 月期決算お

よび平成 29 年 3 月期の第 1 四半期決算の状況、ならびに第 3 期経営強化計画の進

捗状況等について説明や、意見交換を行いました。 

同委員会では、当行のビジネス情報ネットワークの改良などから、ビジネスマッ

チング成約が増加している活動成果を評価していただき、さらに踏み込み「様々な
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情報と結びつくなど、今後のネットワーク拡充に期待する」等のご意見をいただき

ました。また、リバースモーゲージに関して「移住受入等につながる当行ならでは

のアイディア創出や、積極的な取り組みに期待する」などの提言をいただきました。 

これまでにいただいた提言は「こうぎん産学連携ファンド」の創設や高知県内の

各市町村との「地域再生・活性化支援に関する連携・協力協定」の締結など、地域

金融機関として地方創生に向けた取り組みの強化につなげており、今後も半期毎に

開催して、各委員からいただいた評価や助言等を経営に反映してまいります。 

 

２．リスク管理の体制の強化のための方策 

(1)信用リスク管理態勢強化に関する事項 

取締役会で制定した「貸出の基本理念」や「信用リスク管理規程」に基づいて、

リスク管理委員会では、上位 100先の与信集中リスク、業種別・地域別の信用リス

ク量などの与信ポートフォリオ管理や、大口与信先の個社別与信管理を行い、経営

の健全性確保に向けて取り組んでおります。 

具体的には、全貸出金および中小規模事業者等向け貸出金について、業種別・格

付別の信用リスク量を毎月計測し、リスク管理委員会でのモニタリングを継続して

おり、平成 23年 10月からは非期待損失額（ＵＬ）も表示して、より実効性のある

検証を行っております。また、経営改善支援取組先については、具体的なランクア

ップ手法や時期についての計画を対象先毎に策定しており、その進捗状況について、

3カ月毎にリスク管理委員会でモニタリングしております。また、お取引先の定量

情報のみならず、定性情報も踏まえた企業情報システムをモニタリングに活用して

おります。 

大口先や業種別の与信集中リスクについては、問題意識を持って現状評価を随時

行い、当行の経営体力を踏まえたより強固な管理態勢の構築につなげていくよう取

り組んでおり、この一環として、平成 28 年 1 月に与信管理手法の見直しを行いま

した。格付別クレジットライン（与信ハードリミット）を新たに定めるとともに、

従来のクレジットラインを与信ガイドライン（与信ソフトリミット）に改めたうえ

で設定先を定期的に見直すなど、クレジットラインの実効性を確保するとともに管

理面の強化を図っております。また、半期に一度、各種シナリオを想定したストレ

ス・テストを実施して、貸倒引当金や不良債権比率、自己資本比率に与える影響を

検証し、リスク管理委員会へ報告しております。 

 

(2)不良債権の適切な管理に関する事項 

前項『Ⅲ.3.(2)経営改善支援の方策と活動の強化』および『Ⅲ.3.(3)オフバラン

ス化の取り組み』に記載しましたとおり、本部・営業店が一体となって、ランクア

ップの推進およびランクダウンの防止に取り組むとともに、部分直接償却の実施を

はじめ、地域経済への影響等を考慮した担保処分や償却、バルクセール等によるオ

フバランス化を図っております。 
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(3)市場リスク管理態勢強化に関する事項 

市場リスクについては、「市場リスク管理規程」や「市場リスク管理実施要領」

を定めて管理しており、また、市場動向などを踏まえ、取締役会において定期的に

見直している「市場リスク管理プログラム」に基づいて、リスク管理部署である市

場金融部とリスク統括部署である経営統括部が連携して運営・管理を行い、定期的

にリスク管理委員会で検証しております。 

リスク量については、金融市場の急変動時には過去データを中心としたリスク計

測手法が管理面で十分に機能しないことが想定されることから、統合ＶａＲによる

リスク計測の信頼性確保への対策を講じながら、リスク・リミットおよびアラーム

ポイントを設定することにより管理しております。 

ストレス・テストについては、金利 1％上昇、2％上昇にＴＯＰＩＸ20％下落、

30％下落を組み合わせたシナリオで実施し、それぞれのシナリオ下で自己資本に与

える影響について、毎月開催されるリスク管理委員会で評価・検証しております。

また、リバース・ストレス・テストについては、自己資本比率を 6％および 4％ま

で低下させる場合の金利上昇幅を計測しました。 

平成 28年度上期は、マイナス金利政策下において運用環境が厳しさを増すなか、

前期に引き続いて円金利の上昇リスクに備えて、修正デュレーションの長期化を抑

制するとともに、円金利リスクの分散を意識して円貨債券への再投資を抑制する一

方、株式と投資信託の運用を強化しました。 

有価証券運用における市場リスク・リミットは、当行の経営体力を踏まえて設定

しております。市場の変化に対して機動的に対応していくために、損失限度額管理

の状況を日次ベースで担当取締役およびリスク統括部署に報告しており、さらに、

毎月開催されるリスク管理委員会において、評価・検証する態勢としております。 

有価証券の価格変動リスク分析は、ＶａＲの計測を中心に行っており、複数の分

析ツールを活用することで価格変動の多角的分析を行っております。 

 

(4)統合的リスク管理態勢強化に関する事項 

統合的リスク管理については、「リスク管理方針」を上位規程とし、「統合的リス

ク管理規程」ならびに「統合的リスク管理実施要領」を定めて管理しており、また、

毎期初に定める「統合的リスク管理プログラム」に基づいて、リスク統括部署であ

る経営統括部が運営・管理を行い、毎月開催されるリスク管理委員会で検証してお

ります。 

銀行全体のリスク量を自己資本の一定範囲内に収め、経営の健全性を確保するこ

とを目的として、単体コア資本から留保資本（自己資本比率 4％を確保する資本額）

を控除した額を資本配賦の上限としたうえで、リスクカテゴリー別に資本配賦を実

施しております。リスク資本の使用状況については月次で計測し、リスク管理委員

会で検証しております。 

統合的ストレス・テストについては、関係部と連携のうえ、シナリオを設定し、

半期に一度の頻度で実施しております。平成 28 年度上期は、貸出における信用状
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況の悪化による引当金の増加と、金利上昇や非金利資産の時価下落が有価証券に与

えるストレスを計測し、当行の自己資本等への影響について検証を行うとともに、

ストレス・テストを通じてアクションプランの検討も実施しました。その結果につ

いては、リスク管理委員会に報告し、評価・検証しております。 

また、収益シミュレーションにつきましても、ストレス・テストと同時期に実施

し、総合予算や資本配賦などの次期計画策定に活用しております。 

 

３．法令遵守の体制の強化のための方策 

当行は、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつと位置付けて、コンプライアン

ス態勢の充実・強化に取り組んでおります。 

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・プログラムの実効性について検

証を行うとともに、コンプライアンス・プログラムやコンプライアンス・マニュア

ルの見直し等について審議しており、平成 28年度上期に 2回開催しました。 

課題の認識や改善状況などを確認するためのコンプライアンス・チェックシート

を電子化して年齢や職位別などで分析し、傾向に応じた改善指導を強化することが

できました。さらに、チェックシートの分析結果を踏まえて対象店舗を抽出して臨

店指導を実施し、職員のコンプライアンス・マインドの高揚に取り組みました。 

また、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」に基づき、反社会的勢力対策委

員会を定例開催するなど、全行をあげて関係遮断に向け取り組んでおります。 

監査部は、本部および営業店等への監査において、コンプライアンスに関する職

場研修の実施状況や取組姿勢を確認するとともに、法令等の遵守状況について検証

しております。また、臨店の際にはコンプライアンス・アンケートを実施して、そ

の結果をコンプライアンス統括部にも報告し、情報の共有を図っております。 

 

４．経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

本項『Ⅳ.1.業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策』に記載

しましたとおり、平成 28 年 6 月に、社外監査役 3 名の退任に伴い、新たに 3 名が

社外監査役に就任しており、社外役員5名を全員独立役員として届け出ております。 

また、経営に対する評価の客観性を確保するために、平成 22 年 9 月に社外の有

識者等第三者で構成する「経営評価委員会」を設置し、半期毎に開催しており、平

成 28年 9月には第 13回経営評価委員会を開催しました。 

 

５．情報開示の充実のための方策 

(1)情報開示の充実 

決算情報の開示については、金融商品取引所で求められている 45 日以内の開示

を励行しており、同時にホームページにも掲載しております。 

毎期、決算公表後に会社説明会を開催しており、決算の概要、中期経営計画、地

域社会への貢献に向けた取り組みなどについて説明を行っております。今年度は前

年度より会場を 3カ所増加して、高知県内 9カ所において 6月から 7月にかけ開催
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しました。 

今後も、プレスリリースやホームページへの掲載などにより、様々な情報を正確

に、かつ適時に開示する態勢を維持してまいります。 

 

(2)主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示の充実 

当行は中小企業等へのソリューションの提供、および円滑な資金供給など地域へ

の良質な金融サービスの提供ならびに、地域の高等教育機関との連携による地域貢

献活動などに取り組んでおり、こういったＣＳＲ向上への取り組みや、新商品・サ

ービスの開始に関する情報を開示しております。 

また、地域との共存共栄を図っていくために、お客さまのニーズに応じた質の高

い金融サービスを提供する地域密着型金融の推進に取り組んでおります。特に、中

小企業の経営支援や、地域の活性化に関する取り組み状況について、具体的な取組

事例などを交えて「地域密着型金融の取り組み状況」として年度毎にまとめて開示

しております。 

これらの情報は、ホームページ等で積極的に開示しており、図表や写真を交えて

わかり易く掲載するよう努めております。 

  

Ⅴ．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている

地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

１．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている

地域における経済の活性化に資するための方針 

(1)地域密着型金融の推進 

お取引先等のライフステージや課題等に応じたソリューション提案力の向上に

向けた人材の育成に努め、コンサルティング機能を発揮し、事業性評価を重視した

信用供与や経営支援を行うとともに、地域情報を収集・集積しながら、地方公共団

体とも連携し、地域金融機関としての役割を果たすことにより、地方創生に貢献し

ていくため、以下の取り組みを実施しております。 

 

○人材育成の強化について 

行員の担当業務や能力レベルに応じて、専門的な外部研修会や行内研修等へ参加

させるとともに、幅広いテーマかつ実践的な内容で自主参加型休日セミナーを開催

しております。また、農業経営アドバイザー資格などの外部資格取得を推奨してお

り、平成 28年 9月末の取得状況は「外部資格取得者（表 15）」のとおりとなってお

ります。さらに、業務関連情報の学習システム e‐ラーニングの情報量や機能を拡

充するなど、行員の業務関連知識向上に努めております。 

このほか、各種資格取得者や経験豊富な行員が、業務を通じて若手や経験の浅い

行員を指導し、指導を受けた行員が自己啓発により能力開発を進めて自発的に成長

できるよう、本部行員等による帯同訪問などの実践的な指導により人材育成に取り

組んでおります。 
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 ○産学官・外部機関との連携について 

高知県内の大学等が保有する特許、研究成果を活用し、創業・新事業の展開を目

指す事業者等を支援することを目的とした「こうぎん産学連携ファンド」を平成 26

年 10月に創設しました。平成 28年 9月末までの実績は、累計で 7件 52百万円とな

っております。今後も、連携協定を締結している高知県内の高等教育機関、および

平成 27年 4月に新設された高知県産学官民連携センター等と連携し、積極的な事業

者への情報提供など様々な支援に取り組んでまいります。 

平成 28 年 4 月に、当行とオーシャンリース株式会社（連結子会社）およびＲＥ

ＶＩＣキャピタル株式会社の 3 社を組合員として「こうぎん地域協働投資事業有限

責任組合（通称：こうぎん地域協働ファンド）」を設立し、平成 28 年度上期に 1 件

40百万円の投資を行いました。 

また、当行の連結子会社であるオーシャンリース株式会社は、株式会社サーチフ

ィールドと提携し、クラウドファンディング事業に取り組む「ＦＡＡＶＯ高知」を

開設し、平成 28年 4 月より事業を開始いたしました。平成 28年度上期中に 3案件

を募集し、何れも目標額を上回る資金が集まっております。 

このほか、平成 28 年度下期には、中小企業庁との共催による「適正取引推進講

習会」の開催を予定しております。これからも産学官や外部機関と緊密に連携し、

経営セミナーや個別相談会の開催や情報提供、ならびに新たな資金調達手法を提供

するなど、事業者の経営支援活動に取り組んでまいります。 

 

 ○地域貢献活動について 

地域貢献に係る取り組みとして、競技の普及やジュニア育成を通じて地域のスポ

ーツ振興に貢献していくことを目的とした「こどもサッカー教室」を高知大学と合

同で平成 22 年より毎年開催しております。平成 28 年度は、高知県内 3 会場で開催

をしました。平成 28 年 10 月に野市町で開催した東部教室では、126 名のこどもた

ちにご参加いただいたほか、10 月に黒潮町で開催した西部教室では 91 名、11 月に

高知市で開催した中央教室では278名、合計495名のこどもたちにご参加いただき、

大変ご好評をいただきました。また、中央教室では、県内 4 ブロックからの選抜に

よるＵ‐10（小学 4 年生以下）4 チームによる「第 3 回こうぎんカップ」を同時に

開催しました。 

また、お金とくらしをテーマとして金融知識の普及と併せ科学に親しんでもらう

ことを目的とした「こども金融・科学教室」を、高知工業高等専門学校と合同で平

成 20年より毎年開催しております。平成 28年 8月には当行本店で同教室を開催し、

小学生と保護者 105 名にご参加いただきました。今後も、様々な機会を通じて、地

域貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。 

 

○積極的な情報発信について 

平成 27年度の「地域密着型金融の取り組み状況」について平成 28年 7月にホー

ムページに掲載し、信用供与の円滑化のための方策や地域経済の活性化に資する方
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策等を開示しました。また、ホームページではＣＳＲへの取り組みや、新商品のご

案内なども掲載しており、質の高い情報を、わかり易く積極的に開示していくよう

努めてまいります。 

 

２．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策の進捗状況 

(1)中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

①中小規模事業者等に対する融資推進活動 

ｲ.成長分野への取り組み、新規事業先の開拓、既存取引先の深耕 

前項『Ⅲ.1.(1)②事業者取引の強化』に記載しましたとおり、本部と営業店が

連携して推進していくことにより、安定した営業基盤の構築を図ってまいります。 

 

ﾛ.信用保証協会との連携強化 

事業のライフステージや事業の特性に応じて、事業拡大や安定的な資金繰りの

ため融資制度「創業等支援融資」「流動資産担保融資保証」等、中小規模事業者

の事業拡充につながる各種制度融資の利用促進のため、行員の業務知識向上に向

け高知県信用保証協会等との連携を一層強化するなど、人材の育成に努めてまい

ります。 

平成 28 年 9 月末における高知県信用保証協会の保証債務残高は、全体では前

年同月比 83 億円減少して 1,318 億円となりました。こうしたなか、当行は「産

業振興計画推進融資」を積極的に推進しましたが、「マイナス金利」導入以降、

貸出金利回りの低下が進むなか、お客さまが保証料の負担を敬遠する動きもあっ

たことなどから、高知県内店舗における信用保証協会保証付融資残高は、前年同

月末比 52億円減少して 482億円となりました。 

なお、「産業振興計画推進融資」は、「高知県産業振興計画」に多くの企業の参

画を促し、県内産業の振興につなげていくため、同計画の事業や目標に沿った事

業を行う企業を対象として平成 26 年 4 月から取り扱いが開始されており、当行

の平成 28年 9月末における同融資残高は前年同月末比 7億円増加して 85億円と

なっております。 

引き続き、「産業振興計画推進融資」を中心に、各種制度を活用し、県内産業

の活性化に向けて取り組んでまいります。 

 

〔当行の信用保証協会保証付融資残高（高知県内）推移（表 20）〕    （単位：百万円） 

 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 28/9期 

融資残高 54,110 53,303 54,650 53,424 51,704 48,211 

前年同月比 △3,537 △1,938 540 120 △2,946 △5,212 

 

②人材育成の強化 

前項『Ⅲ.1.(2)②人材の育成』に記載しましたとおり、お客さまとのリレーショ

ンシップを強化していくとともに、コンサルティング機能を発揮していくために、
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様々な外部研修への参加や行内研修、自主参加型の休日セミナーの開催により行員

の能力向上に取り組んでいるほか、行員が専門的な知識を習得していくために様々

な資格取得を推奨しております。 

 

③中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

ｲ.「軒先顧客管理システム」による進捗管理と活用の高度化 

「軒先顧客管理システム」は、お客さまの属性や各種取引状況の照会機能のほ

か「訪問計画と実施」「状況の把握・評価」「指示・改善」のメニューがあり、営

業店の渉外ならびに営業店長との連携による訪問計画や交渉記録等を本部もリ

アルタイムで共有し適宜助言や指示を行うなど、ＰＤＣＡに基づいた計画的かつ

効果的な活動のための行動管理ツールとして活用しております。 

本部は、店舗別や担当者別などのセグメントで、営業活動における新規先また

は既存先の「訪問分類」「訪問目的」「結果」に関する集計機能を活用し、活動状

況を把握、分析しており、これらの情報は平成 28 年度上期に導入した「営業活

動モニタリングシート」により営業店へフィードバックして、営業店と本部が活

動実態の状況を共有し、活動のバランス改善や効率化に取り組んでおります。ま

た、個別の営業活動や経営支援活動の交渉内容に対して所管部が助言や指導コメ

ントを行うなど営業店サポートに努めております。このほか、平成 28 年度下期

から、「軒先顧客管理システム」の「情報の収集と提供」の項目について、融資

関連の情報やソリューションに関する情報などに細分化し、活動実態の把握や効

果分析の精度向上を図っております。 

中小規模事業者向けの信用供与ならびに経営改善支援等を円滑に行っていく

ため、「軒先顧客管理システム」やその他の業務支援システムの機能向上、なら

びにシステムを活用した実効性のある活動に取り組んでまいります。 

 

ﾛ.経営陣による検証 

中小規模事業者等向けの信用供与に関しては、毎月取締役会で残高・先数等の

計数ならびに、業務所管部の各種推進策のＰＤＣＡサイクルに基づく取組状況に

ついて検証しております。経営陣からの各種推進策の実効性向上のための助言・

指示等については取締役会事務局の経営統括部が一元管理し、その進捗状況につ

いても取締役会に報告しております。 

 

(2)担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要

に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

事業性評価を重視し、担保や保証に過度に依存しない融資の促進に向け、本部担

当者や外部講師による行内研修および勉強会などを開催して、ＡＢＬの活用手法等

を行内へ周知しております。さらに、企業を支援する目利き力向上や、新たな融資

手法促進のために資格取得も推奨しており、平成 28 年度上期における資格取得の

状況は、ＮＰＯ法人日本動産鑑定が認定する動産評価アドバイザーが 3名増加して
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11名、日本政策金融公庫が認定する農業経営アドバイザーが 5名増加して 19名の

ほか、林業経営アドバイザーが 4名、水産業経営アドバイザーが 2名となりました。 

また、平成 28 年 8 月より、財務情報以外の事業特性に着眼した「事業性評価シ

ート」の運用を開始しました。本シートの作成・活用を通じてお取引先の事業内容

の理解を一層深めていくとともに、本部と営業店が情報を共有して適切なソリュー

ションを提供するなど本業支援を積極化し、担保や保証に過度に依存しない融資に

つなげてまいります。 

ＡＢＬは、新分野への参入や既存事業の拡大ならびに経営改善等を図るための資

金調達手法としてお取引先等の認知度も高まってきており、本部と営業店が一体と

なって積極的な活用を推進しております。特に、太陽光発電事業においては、当行

独自の売電シミュレーションなどで事業性評価を重視し、売掛債権等を動産担保と

する取り組みを積極的に行ったことなどから、平成 28 年度上期の融資実績はＡＢ

Ｌ全体で 54件 72億円、うち太陽光発電事業は 46 件 70 億円の実績となりました。 

また、信用格付等の活用によるお取引先の財務の健全性を背景とした信用供与手

法として、私募債の提案等を積極的に推進しており、平成 28年度上期の実績は 23

先 20億円となりました。 

担保や保証に過度に依存しない融資手法の活用促進に向け、関係機関や営業店と

の連携を図りながら、引き続き取り組んでまいります。 

 

(3)中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方 

策 

前項『Ⅲ.1.(1)トップライン収益の向上』に記載しましたとおり、「ブロック・

エリア制」による地域に密着した活動の強化や、成長分野に対する貸出の推進等を

通じて、中小規模事業者等の皆さまの資金ニーズや各種相談にもきめ細かく対応し

ております。 

当行は、高知県の経済環境や高知県の「高知県産業振興計画」の施策等を踏まえ、

高知県の産業活性化につなげていくために、今後も成長が期待される「医療・福祉

分野」「農林水産業・食品加工分野」「防災・環境関連分野」を成長分野と位置付け

て、「こうぎん・ビビッド・ファンド」を積極的に活用して資金ニーズにお応えし

ております。平成 28年度上期における同ファンドの実行は、「医療・福祉分野」が

34 億円、「農林水産業・食品加工分野」が 14 億円、「防災・環境関連分野」が 144

億円等、合計 227 件 215 億円の実績となり、ファンド全体の残高は平成 28 年 3 月

末比 126億円増加して 921億円となり、計画を 325億円上回りました。また、平成

28 年度上期におけるファンド以外も含む成長分野に向けた融資実行は合計 606 件

315億円となり、同成長分野の残高は平成 28年 3月末比 117億円増加しております。 

これらの取り組みにより、平成 28 年 9 月末の中小規模事業者等向け貸出残高は

3,744 億円となり、計画を 143 億円上回りました。また、総資産末残も計画を 122

億円上回ったほか、総資産に対する比率は 35.47％となり、計画を 0.96ポイント上

回りました。 
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引き続き、中小規模事業者等向け貸出の増強に向け、成長分野への取り組みなど

事業者取引の一層の強化を、本部と営業店が連携して推進していくとともに、人材

の活用や営業活動の効率化による営業力強化ならびに業務効率化を図り、コンサル

ティング機能を発揮した地域密着型金融を推進してまいります。 

 

〔中小規模事業者等に対する信用供与の計画・進捗状況（表 21）〕       （単位：億円、％） 

 

27/3期 

実績 
（始期） 

27/9期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 
29/3期 

計画 

29/9期 

計画 計画 実績 計画比 始期比 

中小規模事業者 

等向け貸出残高 
3,586 3,624 3,700 3,601 3,744 143 157 3,606 3,611 

始期（27/3） 

からの増加額 
－ 38 114 15 157 143 157 20 25 

総資産末残 10,414 10,469 10,456 10,434 10,556 122 142 10,439 10,444 

総資産に対する 

比率 
34.44 34.62 35.39 34.51 35.47 0.96 1.03 34.54 34.57 

＊中小規模事業者等向け貸出とは、銀行法施行規則第 19 条の 2 第 1 項第 3 号ハに規定する別表
第一における中小企業等から個人事業者以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出
を除外しています。 

  政府出資主要法人向け貸出および特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出等、大企業が保有 
する SPC向け貸出、当行関連会社向け貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

 

（参考）〔中小企業等向け残高、貸出比率（表 22）〕         （単位：億円、％） 

 
27/3期 

実績 
（始期） 

27/9期 

実績 

28/3期

実績 

28/9期 
29/3期 

計画 

29/9期 

計画 計画 実績 計画比 始期比 

中小企業等向

け貸出残高 
4,878 4,882 4,964 4,928 5,017 4,948 139 4,948 4,968 

総資産末残 10,414 10,469 10,456 10,434 10,556 122 142 10,439 10,444 

総資産に対す

る比率 
46.84 46.63 47.47 47.23 47.53 0.30 0.69 47.39 47.75 

＊中小企業等向け貸出とは、銀行法施行規則第 19条の 2第 1項第 3号ハに規定する別表第一に
おける中小企業等に対する貸出 

 

３．その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策の進

捗状況 

○経営改善支援取組先企業の数の取引先企業の総数に占める割合 

経営改善支援等に向けた取り組みについては、営業店と地域連携ビジネスサポ

ート部や融資統括部の企業支援室が連携して取り組み、平成 28年度上期は以下の

ような成果があがっております。 

 

・創業・新事業開拓支援の実績は、創業等に係る融資先が 43 先あったほか、各

種補助金申請では 26 先の企業を支援したことから、計画を 23 先上回り合計

69先となりました。 

・経営相談支援の実績は、経営改善計画策定支援が 34 先、商談会による商談成
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約が 35先、営業サポート情報システムによるビジネスマッチングが 81先あっ

たことなどから、計画を 97先上回り合計 217先となりました。 

・事業再生支援の実績は、経営改善支援取組先等のランクアップが 29 先、中小

企業再生支援協議会の活用が 3先、経営改善支援センター等の活用が 3先あっ

たことなどから、計画を 12先上回り合計 37先となりました。 

・事業承継支援については、公的専門機関への取り次ぎ案件の実績が 1先ありま

した。 

・担保や保証に依存しない融資では、ＡＢＬ手法等を活用した実績が 25 先あっ

たことなどから、計画を 9先上回り合計 49先となりました。 

 

これらの結果、取組先数の合計は 373先となり計画を 140先上回りました。ま

た、取引総数に占める割合も計画を 1.36ポイント上回り 4.43％となりました。 

なお、第 1期経営強化計画を策定以降、当行は経営改善支援等に積極的に取り

組んだ結果、事業存続による雇用維持のほか、支援による事業拡大や創業による

雇用創出、ビジネスマッチング成約先の売上高増加等につながったものと認識し

ております。今後も地域経済の活性化につながる様々な活動に積極的に取り組ん

でまいります。 

 

  〔経営改善支援等の取り組み（表 23）〕 

 27/3期 
実績 

（始期） 

27/9期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 29/3期 

計画 

30/3期 

計画 計画 実績 計画比 始期比 

創業・新事業 46 96 58 46 69 23 23 46 46 

経営相談 113 137 163 120 217 97 104 120 124 

事業再生 25 28 32 25 37 12 12 25 25 

事業承継 1 3 8 2 1 △1 0 4 4 

担保・保証 41 35 59 40 49 9 8 40 41 

合計 226 299 320 233 373 140 147 235 240 

取引総数 7,473 7,450 8,140 7,568 8,416 848 943 7,603 7,673 

比率 3.02％ 4.01％ 3.93％ 3.07％ 4.43％ 1.36％ 1.41％ 3.09％ 3.12％ 

＊「取引総数」とは、企業および消費者ローン・住宅ローンのみの先を除く個人事業者の融資残高

のある先で、政府出資主要法人、特殊法人、地方公社、大企業が保有する各種債権または動産・不

動産の流動化スキームに係るＳＰＣ、および当行の関連会社を含んでいます。 

 

(1)創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

①産学官による連携を活用した支援 

ｲ.大学等との連携による地域経済活性化支援 

地域経済の活性化と地域社会の発展に貢献していくことを目的とした連携協

力協定を高知県内の 4つの高等教育機関（高知大学、高知工業高等専門学校、高

知県立大学、高知工科大学）と締結しており、各機関の得意分野を活かした人材

の育成、技術相談などを通じて、地域の発展に貢献できるよう様々な取り組みを
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実践しております。平成 28 年度上期における取組事例は、以下のとおりとなっ

ております。 

 

○高知大学が、産学官連携による地域活性化に向けた様々な取り組みに係る活

動状況等について定期的に報告を行っている「地域連携推進センター連絡

会」に、当行もメンバーとして参加し、意見交換を行っています。参加機関

はそれぞれの得意分野を活かし、連携活動の実効性向上に向けた協議を重ね

て、地域活性化につながる新たな連携テーマの発掘等に取り組んでおります。 

 

○高知県立大学の支援のもと、学生による地域活性化に向けた活動である「立

志社中」プロジェクトに当行も審査委員として参加しております。平成 28

年 5月のプロジェクト審査会では、学生の地域活動支援のため、地域課題の

解決手法や効率的な取組方法などのアドバイスを行いました。 

 

今後も、県内の高等教育機関や、産学官連携強化のため平成 27 年 4 月に開設

された「高知県産学官民連携センター」等との連携を一層強化して、次代の地域

産業を担う人材の育成、各機関の研究成果等の情報交換や支援などを通じて、地

域経済の活性化に貢献できるよう様々な取り組みを実践してまいります。 

 

ﾛ.高知工業高等専門学校との産学連携による「高知高専・高知銀行連携シーズ発

表会」 

高知工業高等専門学校との共催による「高知高専・高知銀行シーズ発表会」を

平成 18 年より毎年開催しており、平成 28 年 11 月 28 日に開催した第 11 回シー

ズ発表会では「生産工学」「ロボット工学」「コンクリート工学」をテーマとして

開催し、地元企業 13社から 13名にご参加いただきました。また、独立行政法人

中小企業基盤整備機構四国本部や、高知県新産業推進課、公益財団法人高知県産

業振興センターによる各種支援策についての説明会も同時開催したほか高知県

知財総合支援窓口による個別の知的財産相談コーナーも併設いたしました。 

今後も産学連携による取り組みを継続していくことで、地域の中小企業を支援

してまいります。 

   

②地方公共団体との連携による地域経済活性化支援および地方創生に関する取り

組み 

地方公共団体との連携については、高知県内の 10市町(土佐清水市、梼原町、大

豊町、奈半利町、黒潮町、須崎市、四万十町、室戸市、四万十市、高知市)と「地

域再生・活性化支援に関する連携・協力協定」を締結しております。協定を締結し

た 10 市町とはそれぞれ協議会を開催するなど、各地域の経済振興に向けた様々な

取り組みを実践しております。 

地方創生に向けた取り組みをより一層強化していくため、「地方創生サポートデ
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スク」を平成 27年 2月に設置し、地方公共団体の地方版総合戦略の推進について、

本部と営業店が連携・協力し、当行が持つ情報やノウハウ等を提供するなど、地域

経済活性化のサポートに向けた取り組みを行っております。 

また、当行の部店長 13 名が、高知市など 14 市町村（平成 28 年 9 月末現在、高

知市、室戸市、須崎市、土佐清水市、奈半利町、大豊町、土佐町、いの町、越知町、

仁淀川町、梼原町、日高村、四万十町、黒潮町）から地方版総合戦略推進委員を委

嘱されて活動しております。高知県とは、平成 24 年 1 月に「業務連携・協力に関

する包括協定」を締結し、様々な連携を行っており、「高知県産業振興計画」にお

ける地域アクションプランにも積極的に関与しております。「高知県産業振興計画」

で推し進めている平成 28年度の地域アクションプランは、県内 7地域において 234

事業あり、地域連携ビジネスサポート部の担当者と各エリア統括店の営業店長（地

域連携ビジネスサポート部兼務）が連携して、高知県が各地域に配置している地域

産業振興監等とのリレーションを強化し、各事業に積極的に関与してまいります。 

 

③創業・新事業制度融資等の積極的な活用 

創業・新事業制度融資等を積極的に推進していくために、本部所管部による集合

研修や、自主参加型休日セミナー、成長分野における業種別担当者との帯同訪問に

よるＯＪＴ指導により、行員の知識や提案力の向上に取り組んでおります。 

平成 28年度上期の創業・新事業制度融資の実績は、43先 32億 64百万円となり

ました。 

平成 26年 10月より取り扱いを開始しました「こうぎん産学連携ファンド」につ

いては、連携協定を締結している高知県内の高等教育機関や産学官連携強化のため

新設された「高知県産学官民連携センター」と連携を図りながら取り組んでおり、

平成 28年 9月末までの実績は累計で 7件 52百万円となっております。「高知県産

業振興計画」においても、県内の産学官の連携による産業振興に向けた取り組みが

強化されており、産学官共同研究の積極的な情報収集を行い、「こうぎん産学連携

ファンド」等の積極的な活用を通じて、地域経済の活性化に貢献してまいります。 

また、平成 28 年 1 月より「こうぎん地域ブランド応援融資」の取り扱いを開始

しました。この制度は、地域ブランド・地域産業資源・地域アクションプラン認定

事業等を対象とした融資制度で、地域の産業振興ならびに活性化に貢献していくこ

とを目的としており、平成 28年度上期の融資実績は 47件 10億 63百万円となって

おります。本制度を積極的に活用していくことで、農林水産物をはじめとした地域

資源や商標を活用した事業などをサポートしてまいります。 

創業支援や新規事業展開、ベンチャー企業の育成等を目的とした「こうぎん地域

協働ファンド」を平成 28 年 4 月に、当行とオーシャンリース株式会社、ならびに

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社と総額 3 億円で設立しました。9 月末までの取組実

績は 1件 40百万円となっており、今後も引き続き積極的に活用してまいります。 
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④コンサルティング機能の発揮 

ｲ.補助金、制度融資の紹介と提案 

認定支援機関が関わる「ものづくり補助金」や「創業補助金」ならびに高知県

等の補助金公募に関する情報を営業店に周知し、お取引先等に情報を提供してい

くとともに、各種補助金や制度融資などの有効活用に関する提案や申請手続きな

どのサポートを積極的に行っております。 

高知県中小企業団体中央会が平成 28 年 2 月から 4 月にかけて公募した「もの

づくり・商業・サービス新展開支援補助金」の一次公募において、当行は認定支

援機関としてお取引先 24 先の補助金申請に向けたサポートに取り組み、審査の

結果 12 件が採択されました。また、同補助金の二次公募においても、同様にお

取引先 3先のサポートに取り組みました。引き続き、公益財団法人高知県産業振

興センター等、外部機関との連携を強化して、各種補助金や助成事業の活用によ

る経営支援に取り組んでまいります。 

   

ﾛ.産学連携による技術開発支援 

地域経済の活性化と地域社会の発展に貢献していくことを目的とした連携協

力協定を高知県内の 4つの高等教育機関（高知大学、高知工業高等専門学校、高

知県立大学、高知工科大学）と締結しており、各機関の得意分野を活かした人材

の育成、技術相談などを通じて、地域の発展に貢献できるよう様々な取り組みを

実践しております。 

技術相談等のニーズにお応えしていくため、高知工業高等専門学校との共催に

よる「高知高専・高知銀行シーズ発表会」を平成 18 年より毎年開催しており、

平成 28 年 11 月 28 日には、｢生産工学｣｢ロボット工学｣｢コンクリート工学｣をテ

ーマとした第 11回シーズ発表会を開催しました。 

また、平成 26年 10月に創設した「こうぎん産学連携ファンド」の活用を通じ

て、事業者が県内の高等教育機関と研究開発を行う際に必要な資金調達の支援を

行っており、平成 28 年 9 月末までの実績累計は、7 件 52 百万円となっておりま

す。 

これからも地域金融機関として産学連携をサポートするなど、地域の活性化に

向けた活動を継続してまいります。 

    

ﾊ.外部機関との連携 

当行は、公益財団法人高知県産業振興センターと「業務連携・協力に関する協

定」を締結し、連携を図りながら、お取引先の販路拡大に向けた外商支援や補助

金等の情報提供等に取り組み、高知県内の「ものづくり産業」の振興をサポート

しております。「こうち産業振興基金」や「こうち農商工連携基金」などの各種

基金においては、助成対象事業審査会に評価委員として関与するとともに、お取

引先への各種情報提供により基金運営への協力ならびに活用の支援に取り組ん

でおります。 
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平成 28 年 4 月に、当行とオーシャンリース株式会社、ＲＥＶＩＣキャピタル

株式会社の 3社を組合員として「こうぎん地域協働投資事業有限責任組合（通称：

こうぎん地域協働ファンド）」を設立し、平成 28 年度上期に 1 件 40 百万円の投

資を行いました。今後も、新たな資金調達手法の提供などを通して地域経済の活

性化に貢献してまいります。 

同じく平成 28年 4月に、「水質が最も良好な河川」に 4年連続で選ばれた仁淀

川流域の観光振興等に係る連携を図り、様々な取り組みを進めていくことで、地

域経済の活性化を図ることを目的として、一般社団法人仁淀ブルー観光協議会と

業務連携・協力に関する覚書を締結しました。 

また、鹿児島、山口、高知、佐賀の 4県で展開されている広域観光プロジェク

ト「平成の薩長土肥連合」の締結に呼応して、平成 28 年 3 月に 4 県の地域金融

機関 5行庫間と「薩長土肥包括連携協定」を締結しました。同連携による取り組

みのひとつとして、5 行庫連携キャンペーンとして各地の特産品等を懸賞品とす

る「薩長土肥記念定期」を発売しました。このほか、4 県のサプライヤーと首都

圏のバイヤーとのビジネスマッチングを目的とした「薩長土肥連携首都圏バイヤ

ー商談会」を平成 28年 11月に東京で開催しております。引き続き、外部機関等

との連携強化を図りつつ、お取引先の経営課題に関する相談等に的確に対応でき

るよう態勢強化に努め、地域経済の活性化に貢献してまいります。 

   

ﾆ.ビジネスマッチング機能の強化 

高知県や高知県地産外商公社との共催による各種商談会を通じて、お取引先の

新たな販路の開拓等のサポートに取り組んでおります。 

平成 28 年 6 月に開催された「地方創生『食の魅力』発見商談会 2016」では、

お取引先 13 社の出展支援を行った結果、460 件の商談が行われ、開催当日に 3

社で 6件の商談が成約したほか、多数の商談が継続されております。 

また、平成 27年 10月にビジネス情報ネットワークシステムの「営業サポート

情報」についてカテゴリー検索機能の付加など機能強化を行い、平成 28 年度上

期に 94 件のビジネスマッチングを成約しており、今後もソリューション提案ツ

ールとして積極的に活用してまいります。 

このほか、お取引先の多様なニーズにお応えしていくために、ビジネスマッチ

ング等に関する業務提携によるサポートを有効に活用したコンサルティング機

能の強化に取り組んでおり、平成 28 年度上期の業務提携先は 2 社増加して、19

社となりました。 

 

(2)経営に関する相談その他のお取引先の企業（個人事業者を含む、以下同じ）に対

する支援に係わる機能の強化のための方策 

①ビジネスマッチング機能強化 

本項『Ⅴ.3.(1)④コンサルティング機能の発揮』に記載したとおりです。 
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②経営改善計画策定支援および外部専門家との連携 

お取引先企業とのリレーションに基づく、深度のある事業性評価によって、課題

の解決および窮境原因の除去につながる、具体的な解決方法を検討するなど、実態

に即した実施可能な経営改善計画の策定支援に取り組んでおります。また、予測不

能な環境変化への対応など経営改善計画に修正が必要となった場合には修正計画

の策定支援も行っております。計画策定支援に際し、お取引先の同意が得られる場

合は、中小企業再生支援協議会や経営改善支援センター等の外部専門機関や税理士、

中小企業診断士等の外部専門家とも連携を図りながら取り組んでおります。 

平成 28 年度上期は、経営改善支援取組先のうち、要計画策定先 8 先、要計画修

正先 20先のお取引先に対して計画の策定支援に取り組み、新規計画の策定支援は 3

先、修正計画の策定支援は 9 先、合計 12 先の計画策定支援を実施しました。その

うち、中小企業再生支援協議会との連携による計画策定支援は 4先、経営改善支援

センターとの連携による計画策定支援は 2先となりましたが、外部専門家等との連

携についても積極的に進めております。計画が未策定、未修正のお取引先について

も、策定等に向けた支援に継続して取り組んでおります。また、平成 27 年 4 月に

株式会社地域経済活性化支援機構と「特定専門家派遣」に関する契約を締結し、同

機構から専門家の派遣を受けることで、より実効性の高い経営改善や事業再生支援

活動を行える体制としました。平成 28 年度上期は、特定専門家の派遣により 1 先

（合計 1回）の事業所に対する事業再生等に係る支援・助言を得ております。 

 

③情報提供機能の活用 

財務分析による実態把握から経営改善支援活動をサポートするツールとして、財

務診断分析資料をお取引先に提供して、分析内容ならびに課題と解決策の共有を図

るなど、本部と営業店が連携した改善活動のサポートに取り組んでおります。営業

店の活動は、「軒先顧客管理システム」に説明等経過が記録されており、本部が検

証し適宜アドバイスを実施するなど効果的な支援を行うよう努めております。 

平成 28年度上期において、財務診断分析資料を提供したお取引先は 62先となっ

ております。 

 

(3)早期の事業再生に資する方策 

①ランクアップへの取り組み 

経営改善支援取組先は、債務者区分が要注意先以下の債務者とし、毎年 3月末日

および 9月末日を基準日として取組先の見直しを実施しております。 

平成 28年度上期は、201先を経営改善支援取組先として選定し、本部が中心とな

り、単独または営業店との帯同訪問の実施や「軒先顧客管理システム」を活用した

営業店へのモニタリング指導を行うなど、本支店が一体となって下記の支援方法に

基づいた経営改善支援活動に取り組み、18先の債務者区分がランクアップするなど

の活動成果が現れております。 
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〔ランクアップの実績（表 24）〕 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 
平成 28年度 

上期 

ランクアップ先数 12 23 17 18 

経営改善支援取組先数 137 201 205 201 

ランクアップ率 8.8％ 11.4％ 8.3％ 8.9％ 

 
〔経営改善計画策定先数（表 25）〕 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 
平成 28年度 

上期 

経営改善支援取組先のうち

経営改善計画策定支援先 
16 21 12 8 

経営改善計画策定完了先数 9 15 8 3 

経営改善計画策定未了先数 7 6 4 5 

 

②中小企業再生支援協議会等との連携強化 

経営改善支援の取り組みについては、実現可能性の高い抜本的な経営改善計画を

策定し、計画の完遂に向けた活動の積極的な支援に取り組んでおり、その計画策定

にあたっては外部機関と連携し多角的な検討を行うことで経営改善の実現可能性

向上に努めております。当行のお取引先は中小企業が主体であることから、特に中

小企業再生支援協議会との連携強化を図っております。また、行員の事業再生支援

能力向上のため、中小企業基盤整備機構等が主催する事業再生に関するセミナーへ

の参加や、行内研修会への講師招聘などを実施しております。 

平成 28年度上期の中小企業再生支援協議会への持込は 3件の実績となりました。

引き続き、中小企業再生支援協議会と連携強化のうえ、お取引先の経営改善支援に

努めてまいります。 

 

〔中小企業再生支援協議会持込先数（表 26）〕 

 平成 25年度 平成26年度 平成 27年度 
平成 28年度 

上期 

中小企業再生支援協議会持込先数 15 18 7 3 

 

(4)事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

当行の主要営業基盤である高知県においては、経営者の高齢化による休廃業等が

全国平均に比べて高い水準で推移していることが、公的支援機関の調査で示されて

おります。事業承継は、地域の産業や雇用といった経済基盤を維持していくうえで、

大きな課題のひとつとなっております。 

こうしたなか、当行は「事業承継相談サポートシート」を制定し営業店と本部の

連携活動の効率化を図っております。また、高知県事業承継・人材確保センターな

どの公的支援機関や、みずほ証券株式会社、株式会社日本Ｍ＆Ａセンターなどの事
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業者と事業承継やＭ＆Ａに関するビジネスマッチング契約を締結し、専門的で高度

なスキルが要求される事案において外部機関と連携を図ることにより、事業承継の

支援態勢の強化に取り組んでおります。平成 28 年度上期は 1 先のお客さまに対し

て、外部連携機関に取り次ぎを行いました。今後とも外部専門機関等との連携によ

る、実効性の高い事業承継支援活動に取り組んでまいります。 

 

(5)金融の円滑化を図るための取り組み 

①金融円滑化体制の整備状況 

当行は、平成 21 年 12 月の中小企業金融円滑化法の施行を受けて、平成 22 年 1

月に「金融円滑化基本方針」を制定、公表するとともに、「金融円滑化管理規程」

を制定し、金融円滑化管理態勢を整備しており、その概要等を開示しております。 

また、平成 25年 12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」につい

ても、その趣旨を踏まえた行内の態勢整備を図り、ガイドラインに基づいたきめ細

かな対応を実施しております。 

 

②金融円滑化措置の状況 

中小企業金融円滑化法の趣旨に鑑み、中小規模事業者等のお取引先や住宅資金借

入をご利用中のお取引先等から、貸付条件変更等のお申込みがあった場合には、当

該お取引先の実態を把握して、そのライフステージや事業の持続可能性を見極めて

真摯な対応を行っております。また、貸出条件等の変更に係る措置の状況について

は定期的に開示をしております。 

同法は平成 25年 3月 31日に終了しましたが、同法終了後においてもこれまでと

取組方針が変わらないことを全役職員に周知徹底し、引き続き、コンサルティング

機能を発揮した事業再生等の経営改善支援活動に、積極的に取り組んでおります。 

 

〔貸付の条件の変更等の実施状況（表 27）〕（平成 28年 9月 30日現在）(単位：件） 

 

申込み 
 実行 謝絶 審査中 取下げ 

中小企業のお客さま 15,420 14,587 345 117 371 

住宅資金借入れのお客さま 661 454 118 1 88 

 

(6)地域貢献への取り組み 

前項『Ⅲ.1.(1)③ﾎ.家計取引のメイン化』および本項『Ⅴ.1.(1)地域密着型金融

の推進』に記載しましたとおり、地域に貢献していくことを目的とした取り組みを

継続しております。 

 

 

 

 



45 

 

Ⅵ．剰余金の処分の方針 

１． 配当に対する方針 

平成 28年 3月期は、普通株式は 1株あたり 2円 50銭（中間配当 1円、期末配当

1 円 50 銭）、優先株式は発行要項の定めに従い 1 株あたり 2 円 76 銭（中間配当 1

円 10銭、期末配当 1円 66銭）の配当を行いました。平成 29年 3月期においても、

普通株式は 1 株あたり 2 円 50 銭（中間配当 1 円、期末配当 1 円 50 銭）、優先株式

は約定のとおり 1株あたり 2円 56銭（中間配当 1円 2銭、期末配当 1円 54銭）の

配当を予定しております。 

平成 28 年 9 月期の利益剰余金は 206 億円となり、前倒しで積上げができており

ますが、さらに積上げを図るべく取り組んでまいります。 

 

〔当期純利益、利益剰余金の推移・計画(表 28)〕              （単位：億円） 

 22/3期 

実績 

23/3期 

実績 

24/3期 

実績 

25/3期 

実績 

26/3期 

実績 

27/3期 

実績 

28/3期 

実績 

28/9期 

実績 

当期純利益 13 21 30 19 30 38 29 12 

利益剰余金 53 73 97 112 137 171 196 206 

 利益準備金 1 2 3 4 5 6 7 7 

その他利益剰余金 51 71 94 108 132 164 189 199 

 29/3期 

計画 

30/3期 

計画 

31/3期 

計画 

32/3期 

計画 

33/3期 

計画 

34/3期 

計画 

35/3期 

計画 

36/3期 

計画 

当期純利益 15 15 15 15 15 15 15 15 

利益剰余金 193 204 214 224 234 244 254 264 

 利益準備金 8 9 9 10 11 12 13 14 

その他利益剰余金 185 195 204 214 223 232 241 250 

 

２．役員に対する報酬および賞与についての方針 

平成 28 年度も、取締役に対する報酬カットを継続していくとともに、役員賞与

も不支給とします。 

 

Ⅶ．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策の進捗状

況 

１． 経営強化計画の運営管理 

経営強化計画に基づく各種施策については、所管部および関係部署が一定期間の

取組実績を分析し、今後の活動へ反映させるべく効果的な施策や課題への対応策等

を検討しております。これらのプロセスを定期的に取締役会に報告しており、取締

役会は各施策の検証ならびに実効性を高めるための指示を行うなど、経営陣も関与

してＰＤＣＡを実践し、経営強化計画の達成に向けた運営管理を行っております。 

経営強化計画の履行状況や財務状況については、社外の有識者等第三者で構成す

る「経営評価委員会」に半期毎に報告し意見交換を実施しております。今後も各委

員からの客観的な評価ならびに助言等を経営に反映してまいります。 
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２．内部監査態勢の強化 

(1)内部監査部門の態勢整備 

監査部と本部の臨店実施部署、ならびにリスク主管部署による「内部監査連絡会」

を平成 21 年度から原則として 2 カ月毎に開催しており、内部監査や臨店時の問題

点に対する原因分析と改善策について検討を行い、内部監査の実効性確保に努めて

おります。 

また、平成 28年度上期におきましても外部機関が主催する「内部監査研究講座」

や「不正リスクマネジメント入門」など合計 6講座に参加して、監査従事者のレベ

ルアップと専門性の向上に努めております。 

 

 (2)監査役・監査法人との連携 

監査部は、営業店監査や本部監査および関係会社監査の講評や評定会等において、

監査結果および監査で得た情報等について監査役に報告を行うとともに、意見交換

等を行っております。また、「内部監査連絡会」に監査役が出席するなど、連携を

強化しております。 

監査法人についても従来からの財務諸表監査のほか、財務報告に係る内部統制報

告への対応について随時意見交換を行うなど、緊密な連携を行っております。今後

も意見や情報交換等を通じた一層の連携強化を図ってまいります。 

 

３．各種のリスク管理の状況および今後の方針等 

(1)流動性リスク管理態勢 

流動性リスク管理については、毎期初に定める「流動性リスク管理プログラム」 

に基づいて、リスク主管部である市場金融部が第一線準備量（現金や預け金等の流

動性準備高）や、円貨の資金ポジション、外貨の資金ギャップについて管理を行っ

ており、リスク統括部署である経営統括部やリスク管理委員会がその管理状況につ

いて検証しております。 

 

(2)オペレーショナル・リスク管理態勢 

事務リスクやシステムリスクのほか、お客さまからの苦情等についても各リスク

主管部が、発生した事象を収集・分析して、リスク管理委員会に報告のうえ、検証

を継続実施しております。 

 

(3)業務継続体制の整備 

業務継続計画（ＢＣＰ）を定め、金融が経済活動を支える重要な社会インフラで

あると認識し、災害等発生時においても、現金供給や資金決済などの金融機能を維

持していくため、平時より体制整備を進めております。 

具体的には、「統合的リスク管理プログラム」において、訓練等による危機管理

態勢の実効性確保に向けた施策を毎期初に定め、リスク管理統括部署である経営統

括部が運営・管理を行い、その結果をリスク管理委員会で検証しております。 
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平成 28年度上期は、「安否確認」や「緊急避難場所」に関する行内訓練を実施し、

安否確認システムの基本操作などの認識強化や、避難場所や経路について確認を行

いました。加えて、業界横断的な訓練への参加、自主参加型休日セミナーの開催、

掲示板の発出等への継続的な取り組みにより、職員に対する防災やＢＣＰの意識強

化を図っております。 

また、訓練の結果等を踏まえ、関連規程類の見直しにも取り組むなど、ＢＣＰの

実効性確保に努めております。 

 

(4)大口信用供与限度額管理 

平成 26年 12月の大口信用供与規制等の見直しに伴い、同一の者（同一のグルー

プ）に対して、貸出と有価証券の信用供与額の合算管理を行っております。 

具体的な管理については、「信用リスク管理プログラム」を定め、信用リスク主

管部の与信管理部が市場金融部と連携のうえ、貸出と有価証券の信用供与額を合算

し、自己資本に対する限度額の管理を行っております。また、リスク統括部署であ

る経営統括部はその管理状況を検証し、四半期毎にリスク管理委員会へ報告して管

理していく態勢としております。 

なお、合算管理を開始以降、現在まで、同一の者（同一のグループ）に対する信

用供与等の額は、自己資本の 25％以内で推移しております。 

  
                               以 上 

 


